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韓国国有林における伐出・育林事業の

展開過程に関する史的研究
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and SilvICultural Project in Korean N ational Forest 
By 

Eul-sun Baik* 

要旨

1 

韓国の国有林は，今世紀初めに日本政府の植民地政策遂行の物質的基礎として成立し，

1910年の韓日合併，戦時体制を経て，第 2次世界大戦の終了までは，森林資源の収奪的性格

が濃厚であった。すなわち，造林は単なる天然力に依存する天然更新が長期間続いたが，伐出

は植民地政策遂行のための国有林の財源確保と産業資本の利益が共存できるよう，偏って展開

した。また，大戦後の経営も 1950年の 6.25戦争とその後の混乱した経済状態を反映して無秩

序な乱伐的利用の性格をもっていた。

しかし， 1961年以後の国有林経営は，強力な森林保護政策の確立や経営規程の制定など

にともない，次第に未立木地造林，林種転換造林等が推進され，森林資源の造成的な性格をも

つものとなっている。

今日，森林資源の増殖とともに，木材生産と環境保全とを統ーした国有林経営が求められ

ているが，それを推進するためには，当面主伐生産を抑制しつつ，比較的長期の伐期齢下で伐

採と更新が統ーできる保育間伐技術体系を確立し，それに加えて林道網の拡充，熟練労働者の

養成，及び公共投資の増大が必要であろう。

キーワード: 国有林経営，育林，伐出，生産技術，韓国。
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第1章緒 言

第1節研究の目的と意義

3 

韓国の国有林は， 1960年代以降，資源の増殖と国土緑化のために一貫して長伐期樹種の

植栽・保育に傾注して， 1980年代の後半には，未立木地がほぼ全面的に解消されている。そ

れとともに1979年からの「第2次治山緑化10年計画」が計画より 1年早く終了するに伴って，

政府は1988年から 2030年までの段階的山林長期計画である「山地資源化計画」を樹立した。こ

れによって，上記計画の一環として推進される国有林経営は，まさに新しい転換期的な局面を

むかえているといえる。とはし、え， 1985年の木材総需要量721.4万m3に対して圏内材の供給

量は約114.4万m3で，木材自給率は約15.9%に過ぎない状況である。しかも，今後とも経済

成長と人口の増加にしたがって木材需要が増加していくことは必至と思われるが，それに加え

て環境問題に対する国民の関心のーっとして，国有林に対する環境保全への期待が，以前より

一層高まってくると予想される。すなわち，森林は「国民生活を支える主要原料の供給源であ

り，同時に水源かん養などの機能を持つ環境資源でもある。さらに再生可能な資源であるJl)

ことから，高蓄積の森林造成，ひいては生産力の高い森林を造成することが急務となってい

る。なお，アメリカ政府が発表した「西暦2000年の地球」によれば， 1950年代には全世界の森

林面積は陸地の 4分の 1以上を占めていたが， 2000年にはそれが6分の lまで減少し，さら

に2020年頃にはおよそ7分の 1に減少する見通しが立てられている九したがって， 1960年

代半ば以降から現在にかけて，木材需給を外材にほぼ全面的に依存してきた韓国では，今後海

外からの木材の安定的な供給は困難になることが予想され，一方現在の韓国は経済発展に伴っ

て，労働力の都市集中，高賃金の時代に入っており，これまでの低賃金の豊富な労働力を背景

として推進してきた国有林の経営も，一層厳しさを増すものと考えられる。このような条件下

で，いかに韓国の国有林を，持続的に生産力の高い森林に誘導するか，そのことの解明が現実

的な要請となっている。

本研究氏以上の背景を踏まえ，韓国の国有林経営の性格と構造を解明し，今後の国有林

における資源の増大と生産の保続を可能とする林業経営の方向性とその条件を明らかにするこ



4 北海道大学農学部演習林研究報告第47巻第1号

とを目的とし，とくにその際，韓国の国有林経営の特徴であり，また問題点でもある，時期的

に伐採あるいは育林に偏った経営の歴史的解明を試みたものである。なぜならば，後述の第2

章第2節で詳細にふれるが，育林と伐採の合理的な連関によって生産の保続を可能にし資源の

増大につながるものと信ずるからである。したがって，そのことが解明されれば，将来の木材

生産と環境保全の問題を同時に追求すべき国有林経営の発展方向に一つの回答を示すことにな

り，また国有林の経営が韓国林業の発展に先導的な役割を演じている現実からみて，本研究の

意義は極めて大きいものがあると考えられる。

第2節研究小史

韓国の国有林経営を対象とした研究は，必ずしも多くはなし、。最近の代表的な研究として

は，崖圭練，辛在高両教授の業績があげられるであろう。彼らの分析視角は次のようである。

まず崖圭練は「国有林経営の合理化に関する研究J3)と題した研究のなかで，国有林の発展

は社会経済的発展に対応した技術と経営方式の採用にあるという認識から，主に大韓民国政府

樹立以降から 1970年代前半までの国有林経営の実態と問題点を明かにし，その改善方向を提

示した。すなわち，当時，韓国の国有林が構造的に抱いていた低い森林蓄積と森林生産力の低

位性という根本的な解決策を捉えるため，政策的，技術的，財政的側面からの国有林経営の構

造的把握を試み，結論的に，集約な経営に導くためには営林署の増設，経営計画業務の強化，

頻繁な人事異動をさけること。さらに，事業区面積は2万ha以下に，また 1人当りの保護責

任面積は1-2千haに縮小させること。なお，未立木地の早期解消，広葉樹の林種転換と利

用方法の開発，林道網整備費の一般会計からの導入，機械化の推進と林業労働者の確保等を提

示した。このような経営の構造的把握という視角は注目すべきであるが，国有林経営の性格的

な側面や戦前期における国有林経営との関連づけが明確でないため，それをさらに発展させる

余地があるように思われる。

これに対して，辛在高は「韓国の林業経営について，歴史的に系統づけてこれを考察した

研究論文は，未だ発表されたものはない」という認識下で，主に林業政策の関連で「韓国林業

経営の経営史的研究」叫を発表し，そのなかで国有林経営の展開を歴史的にまとめている。そ

して，結論的に i1960年代からの経営態様は，企業的経営の性格が濃厚である。それは一定期

間生産力を拡大するが，その後は地力を放棄し，生産力の一面的な追求を指向するに至り，そ

の結果，森林資源の再生産を困難ならしめている」という重要な指摘をしている。ただ，それ

が韓国林業経営の全体を対象とした膨大なものであるためか，それの背景を含む実証的な分析

は必ずしも十分でない。

以上のほか，国有林経営に関連性をもつものとしては，池鋪夏の「韓国林政史J5)と，胡乙

瑛の「韓国の国有林政策に関する研究」剖などがあげられるが，その研究業績は主に政策に関す

るものである。
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一方， 日本では日本施政時代の林業の全般にわたっての研究が行われており，まずその代

表的なものとして，萩野敏雄の「朝鮮・満州・台湾林業発達史論j7)があげられる。これの意図

は， 日本の林業資本が進出した地域での経済史的な解明であり，その一環として戦前の韓国の

林業経営の展開を取りあげている。また，土井林学振興会が. r20世紀前半の頃(日本施政時

代)の林政，林業関係の実績を通観するための概説を試みた」ものとして r朝鮮半島の山林
-20世紀前半の状況と文献目録_j8)があるが，その特徴は，当時直接森林行政に関係した，

管理，技術部門の責任者により発行されたことである。なお，戦前期の韓国国有林から年期売

却による立木処分を受けた，パルフ。資本が編纂した「王子製紙山林事業史」引に当時の韓国の林

業実情がのべられている。

本稿は，以上の研究成果を踏まえながら，国有林経営の性格と構造を，次の第3節研究方

法との関連で把握し，未解決のまま残っている課題の解明を重視した。

第3節研究の方法

本研究は，歴史的分析により，韓国の国有林経営の発展と停滞の過程を，社会経済的条件

及び国有林経営の性格の変化との関連で，これを実証的に分析する方法をとった。

なお，経営の分析に当たっては国家の性格の変化により，三つの時期に区分した。すなわ

ち，第3章「韓国国有林の経営前史j. 第4章「韓日合併以後の国有林経営の展開」及び第5章

「第2次世界大戦以後の国有林経営の展開」である。また，経営条件あるいは中心的な作業法，

及びその内容が大きく転換する時期によって，第4章は，第 1節「国有林成立期j. 第2節「林

政統一以後の国有林経営の展開」及び第3節「戦時体制下での国有林経営の展開」に，第5章

は，第1節 r6・25戦争と戦後経済再建期j. 第2節「経済開発期」及び第3節「第 1次石油危

機以降の経済成長期」に各々時代区分を行った。また，第6章「結言」では，韓国の国有林経

営の特質と経営の現段階的な位置を明らかにし，今後の国有林経営のあり方について触れた。

そして，それぞれの時期における社会経済的条件，経営方針，経営実態を明らかにしつ

つ，主として経営方式の内容，すなわち作業法の内容と，それを実施するための生産技術，労

働及び機械化との対応関係を明らかにすることを分析の中心とした。

なお，各時期の分析は，それぞれの時期における国有林経営の基本的方向を規定づける

「施業案編成規程j. r施業案規程」あるいは「営林署所管国有林経営規程」及び「施業案説明
書j. r営林計画説明書」等の諸資料を使用するとともに，一部は聞き取り調査を併用した。ま

た，本稿の叙述にあたっては，主として末尾に掲げた文献を参考，引用したが，一般的と思わ

れる事象については特に脚註を付さなかった。なお，古い資料の叙述の引用に際しては，でき

るだけ原本の字体のまま掲載するように努めたが，筆者の判断で現在の漢字に改めたりした部

分もある。

本研究を進めるにあたり，多くの方々から御指導と御援助を戴いた。特に北海道大学農学
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部林政学講座の霜鳥茂教授，同砂防工学講座の東三郎教授，同造林学講座の五十嵐恒夫教授，

同森林経理学講座の和孝雄教授には，終始御指導と御助言を戴き，ここに厚く感謝の意を捧げ

る次第である。また北海道大学大学院博士後期課程入学以来，終始懇切な御指導を賜った前北

海道大学教授の大金永治博士には衷心より感謝申し上げる。また研究を進めるに際して有益な

御示唆を載いた北海道大学農学部助教授の小鹿勝利博士，同助手の菅野高穂博士，同助手の比

屋根哲博士，同演習林助手の植木達人博士に対して心から感謝申し上げる。また韓国全南大学

校農科大学長の李光南博土，同教授の金東春博士には，終始筆者を励まして戴いた。さらに，

北海道大学農学部森林経理学講座事務官の樋口順子氏を始め，大学院生，学生の皆様にも大変

お世話になった。以上の各氏に対し，心より感謝の意を捧げる。

なお，本論文は「北海道大学審査学位論文」である。
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第2章固有林経営の性格と構造

第1節国有林経営の性格的側面

本稿の主題は，韓国の国有林経営の展開過程を，特に伐出生産と育林過程を中心に分析

し，その経営の性格と構造を明らかにすることである。これに接近するためには，まず林業の

定義を明らかにしておく必要がある。

平田憲夫は r産業としての林業は，林産物の産出乃至採取による経済的利益の取得を目
的とする経済的活動」りであるとし，生産的林業の側面を強調しており，塩谷勉は，林業は「利

潤獲得を目的として，林産物の生産をする計画的活動であるPとし，林業の計画的な側面を

強調している。また，大金永治は r林業とは，更新(保育，保護を含む)技術と伐出(集材，

山地運搬，運材を含む)技術との統ーにより，商品としての木材を生産する社会的な生産活動

である」的とし，林業の概念規定の要件として技術の特徴を重視している。以上のように，林
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業の概念規定は論者によって必ずしも同一ではないが，その共通の特徴点としては，土地生産

業であること，利益取得のための経済的・社会的・計画的な生産活動であること，さらに技術

開発は伐出・更新技術が統ーして進められるべきであるという三つの点に要約することができ

るであろう。すなわち「林業は，森林という植生形態のなかに存在している自然力と物質が，

専門的な知識にもとづいて，収穫と保育に意を用いた計画的で、保続的な経済的活動の対象にな

るところに存在しているJ4)といえる.

一方，国有林は，その所有主体が国家ということから，その経営は国営企業ないしは公企

業として観念されている。そして，このような国有林の性格は，その経営目的に，経営の特質

と存在意義が表されているといえよう。一般的に，国有林の経営目的は，木材あるいは林産物

の計画的持続的な供給，国土保全，水源かん養等の森林の公益的機能の発揮，国有林の生産活

動の推進による地域産業活動の助長と地域振興への寄与の三点があけ'られている。このような

経営目的は，森林の持っている機能，すなわち木材生産機能，保全機能、休養機能などに基づ

いていることであるが，国有林の存在意義は，まさにこのような経営目的の多様化と，それに

もとづいた森林の諸機能の総合的発揮にあるといえよう。なお，このような森林機能は「根本

的にはすべてが等値に並立している。ランクづけをしたりすることは特定場所と時点において

のみ可能で，意味も認められるが，個々の機能はそれぞれ独立して要求されるわけではなし、。

工業社会と人口調密な国では，すべての森林が収穫機能，保全機能そして多くの場合休養機能

もウェイトの差こそあれ同時に満たさなければならない」引のである。すなわち，林業経営の

究極目標である保続性の尺度は「森林のあらゆる機能の永続的な調和的実現にある」剖といえる

が，その際， 1"森林資源の再生産は，本来間伐や択伐的な伐採によって行われ，生長・保護機

能，すなわち地力が土地生産力へと上昇するが，更にこれらが集約化されることにより，林分

構成が改造され，生産力が上昇するという機構となっている。つまりその再生産は，本来地力

維持を通じて行われるもの」ηという指摘に注目しなければならない。すなわち，保続経営の

ためには森林のあらゆる機能を持続的・恒続的に維持するように経営し，また地力の維持ない

しその改善を図らなければならないのである。

一方，一般的に，私有林の経営は私有財産制度にもとづいて，主に利潤の獲得を経営の目

的としている。国有林経営もその生産活動を通じて利潤を獲得していることから，営利企業の

性格を持っている。また，国家権力を背景として成立した大面積の森林所有体であり，資本主

義経済下では，市場経済の変動にもとづく危険を負担するために，それに対応できる備えをも

つことも必要とされる。しかし，国有林の利潤獲得は，私有林経営のようにそれが中心目的で

はなく，その経営体としての性格から，あるいは森林機能の総合的発揮という見地から保続生

産の実現のための付随的な目的に位置づけられるべきであろう。

このような国有林経営の利潤獲得の限界性は，その経営にも反映される。すなわち，国有

林は営利のみを目的としている企業ではなく，固により所有経営されており，したがって国家
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の一部を構成している。それゆえ，その経営は国家の干渉を受ける不安定な状態におかれると

同時に，国家が推進している政策や，それがおかれている社会経済的状況等の影響を受けざる

を得ない。すなわち r公企業が一般行政のうちに融合され，その特殊性が認められていない
ときには，経済学ならびに経営学の諸原理および技術は無視もしくは軽視されやすい」町ので

ある。

以上のことから，国有林の経営では，森林の原則に反する取り扱いを防ぐため，一定範囲

での経営の独立性が要求されるが，そのためには，国有林がおかれている社会経済的条件と，

経営の論理，技術を，いかに調和させていくのかが重要な課題となろう。

第2節林業経営の構造的側面

国有林は，国家が一定の目的を遂行するために所有する経営組織体である。したがって，

公企業としての国有林の成立やその展開は，国家が打ち出す政策や経済発展に密接なかかわり

があるが，またそれらにより生産技術，管理，会計制度等の経営内容も変化する。すなわち，

国有林がおかれている情勢の変化が，経営の構造変換をもたらすのである。

一方，生産主体は，一般に，林業技術を軸として森林生産を継続するため一定の組織を構

成するが，それは林業の具体的な生産過程を通じて発現する。すなわち生産過程民主に森林

の造成，保護，保育の「林木の長期の有機的更新過程を管理するJ9)育林過程と，木材の伐採，

搬出などの「比較的短期の物理的過程」川である伐出生産過程に大別されるが，それらを工程

別に，技術的にみれば，育林過程は更新技術と保育技術に，伐出過程は伐木造材技術，集材技

術(木寄及び山元運搬技術)，運材技術に区分される。しかし，この区分は相対的であり，実際

の技術の適用は，作業法や作業現場の立地的条件，木材市場，労働力の需給，技術の発展段階

など様々な要因に影響を受けて決定される。すなわち，各時代における伐出と育林の技術は，

自然的，社会経済的条件に対応しているのである。

次に，林業経営の特徴11)として一般的には，生産期聞が長いこと，土壊，地形，気象，

樹種分布の自然的条件への依存性が大きいこと，収穫時期の決定が難しいこと，公益的な機能

が大きいこと，資本の回転期聞が長いこと，評価の方法が困難で、あることや，林業経営のため

には比較的大規模の面積が要求される等があげられている。これに対して，大金永治は「林業

と農業の異なる点として，一般に生産期間，立地条件などが上げられているが，これらは本質

的な相違とは思われない。最も本質的な違いは，その技術において，林業は更新と伐出が統ー

され，一方農業では栽培と収穫が全く分離していることであるJ12)とし，林業生産力の持続的

拡大は，伐出・育林の両技術の統ーによって可能であると述べている 13)。

一方，森林はその自然的属性として，林木の相互作用や自己施肥機能などにより自ら生

成，維持，発展する機能を持っているが14・15) 人為による森林への干渉，すなわち森林施業は

「これらの森林の相互作用を調整し， 目的にてらしてその機能を増進させる」川ためのもので
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ある。したがって，森林の内部構成を変化させ， 目的とする林産物の生産を増進させるために

は，森林そのものに対して，それが発展的構造をもつよう，人為的な制御を加えることが重要

となる。しかも，人為的制御のための労働集団は霜鳥茂がし、ぅ如く， I施業仕組のなかに伐採

から造林・撫育・間伐に至る技術を身につけた技能・労働集団」を組み込ませることが必要で

ある 17)。このように理解するならば，森林をその自己発展的構造に導くことが森林経営の究

極の目標であると考えられ，またこのような森林こそが林業生産力の持続的な拡大を可能とす

る構造を有している，といえよう。

これに対して，林業の経営を歴史的にみれば，一般的に次のようにし、えるであろう。すな

わち，林業の経営は後継樹の更新を考慮しない伐採が行われる採取的林業の段階から，木材採

取を主体としながらも更新についても一定の考慮が払われる時期を経て，育成的林業の段階へ

と展開し，それに伴って，生産技術もまた，自然に順応した形からそれを克服する形で変化し

てきた。すなわち，伐出技術についてみると，それは社会全般の生産力水準を背景として，伐

木・造材工程では手鋸，手斧から動力鋸に，また集材工程では山落し，人・畜力による樟集材

などからトラクタなどの機械集材に，さらに運材工程は水運や人・畜力による樟運材から軌

道，森林鉄道， トラック運材へと発展した。また採取圏は，木材市場から近距離の森林から遠

距離の森林に，また優良林分から劣等の林分へと拡張してきた。さらに，運材技術，木材加工

技術の発展により，小径木や広葉樹利用も増大した。しかし，これら林業の展開過程は，必ず

しも林業生産力を持続的に拡大する方向では進展しなかったといえるが，これについては次の

半田良ーの理解が重要であろう。すなわち， I森林経営者が経済原則に随って行動するかぎり，

彼が選択する施業の集約度を規定するのは，一方では施業のコストに関する条件，他方では生

産物たる木材の市場価格に関する条件，である。したがってこの両者に関連する生産部門の技

術的基礎条件の開発・整備の程度が，施業集約度ないし森林生産力を間接的に規制」川するこ

とになるのである。

以上において，森林の属性に基づいた適正な生産技術の開発・適用が林業経営の内部発展

の原動力となるということ。しかし，国家的林野所有を背景として成立した国有林の経営目的

は，その成立の歴史的意義を含めてその経営主体の性格の差により変化するということ。すな

わち，生産技術，とりわけ伐出技術と育林技術は，国家経済がおかれている社会経済的条件に

影響を受けるということ。したがって，その社会経済的条件の整備が，林業経営の推進に当

たって重要であることをみてきた。以下，本章で取り扱った理論的枠組を前提としながら，韓

国の国有林経営の展開過程を伐出生産と育林過程に焦点を較ってみていくことにしよう。
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14)モロゾフ(岩崎直人訳):森林学， p.34-35，青森営林局， 1935. 

15)四手井綱英:森林の価値， p.99，共立出版， 1977. 

16)和孝雄択伐作業の展開構造ー下北地方固有林のヒパ林経営の分析一，北大演研報43巻2号， p.182， 
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第3章韓国国有林の経営前史

第1節近隣諸国家の森林干渉と日本政府による森林諸調査

韓国の国有林は古く王朝時代から存在していたが，近代的な商業資本によって伐出事業が

始まったのは1895年頃の清国によるものであり，その対象は鴨緑江流域の慈城郡内の森林で

あった九それ以前は，韓国の火国民による森林の開墾が部分的に行われ，そうしたことも

あって特に三水郡の一部地域では未立木地化した状態であった。なお， 19世紀初頭から鴨緑

江北部の満州の森林は，山東城からの移民によって徐々に伐採され， 19世紀の末には韓国の

国境地方の森林までその範囲が拡大されていた。それに対して，韓国政府は1900年(光武4

年)から伐木入山者に斧税を課すことにして，それによって 1905年頃までに伐出事業が行われ

た地域は約46，600町歩になった九

一方，当時のロシアは南進政策の一環として韓国の国境地帯の森林に注目し， 1896年に

は鴨緑江一帯と欝陵島の森林伐採権を獲得3)し，さらに1902年には露国森林会社を設立して

伐出事業を行った。その事業の推進は，清国人数人に資金を与え，伐採から筏流までのすべて

を請負とし，それを露国人数十人が監督して行った九一方，これに対応するため，清国は官

民合同による木植公司を設立し伐出事業を推進したが，その利益の分配をめぐる摩擦等により

やがて解散し， 1903年には日本と清国の合同により日清義盛公司が設立された。この中で，

1904年に露国が韓国と森林協約の期間延長条約を再締結し，鴨緑江流域の伐出事業を掌握し

たが，それをきっかけに土地の略奪，軍隊の駐屯等侵略的な動きをみせていた。
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これに対して， 日本は韓国の森林を対象とする事業について i(l)利益最モ多ク(2)小資本ニ

テ足リ (3)我邦人ハ執行上便宜ノ位置ニ在テ(4)北清ノ大需用者ヲ有シ(5)貰買機関具ハリ責却ニ容

易J5)であると判断し，当時の日本の外務省は伐出事業を行う日本人に相当な援助をしていた

が6) 次第にロシアとの聞に木材資源の争奪をめぐる摩擦が生じ，それが日露戦争勃発の一つ

の契機となったといわれている九

以下，当時の日本政府が，韓国の森林資源に対し積極的に争奪戦を展開した理由をみる

と， i日露ノ平和克服シ満韓問題ニ対スル協約新ニ成立スルノ日ニ嘗リテ我帝国ハ該地境ニ胎

テ軍事上及経済上ノ新施設ヲ要シ一面満韓ノ内政ヲ指導輔翼シテ之レカ改善ノ途ニ任セサルヘ

カラス蕊ニ珍テカ師圏増設ノ必要ヲ初メトシ織道，電信ノ架設，道路港湾ノ改修，農業，林業

等ノ改良，幾多ノ企劃経営ートシテ多大ノ鰹費ヲ要セサルナシ夫レ然リ而シテ其ノ財源ハ悉ク

之ヲ本国ニ仰クトセンカ国民ノ負携ハ倍々重加トナリ勢ヒ充分ノ経営ヲナスコトヲ得サルノ;場

合アルヘク又矯ニ満韓ノ経営ヲシテ一日ヲ弛フセシムルノ虞アリ故ニ軍事ニ属スル事項ハ姑ク

之ヲ措クモ其ノ経済上ニ層スル企劃経営ノ財源ハ満韓ニ捨ケル公法上ノ徴収歳入ハ勿論鉄道，

森林，鍍山，漁業等利権獲得ヨリ得ル所ノ収入ヲ主トシ其ノ不足スル場合ハ己ムヲ得ス一時本

国ノ財政ヨリ流用支排ヲ受ケテ之ヲ補充スルニ止メ蹄スル所満韓経営費ハ本国ノ補充ヲ受ケス

濁立自営ノ域ニ進」酌める必要があり，そのため， i森林ノ鰹営ハ将来ニ珍ケル韓国ノ一大利源

ヲ極養シ又大ニ其ノ産業ノ発達ヲ扶披スル所ノモノニシテ即チ方今我韓国経営ノ活躍ニ伴ヒ最

モ速ニ着手ヲ為ササルヘカラサルノ要務J9)とされた。すなわち i鴨緑江ノ木材業及森林伐採

権ハ未タ何人ノ手ニモ完全ニ握得セラレサルモノナリ然ラハ吾日本帝国ハ須ラク現今政治上の

関係ヨリシテ此利権ヲ掌握シ以テ其利益ヲ収得スルハ最モ急要ナル嘗然ノ措置」川であり，日

本政府による韓国の森林経営から得られる「収益ハ以テ満韓経営費ノ一部ヲ補充スルエ足ルノ

ミナラス其実行ノ暁ニ至レハ直接ノ収益以外ニ珍テ本邦ノ林業ニ利益シ本邦木材ノ販路ニ多大

ノ利益ヲ輿Jll)える， というものであった。

なお，そのために，一つは「鴨緑江材ヲ清商ノ手ニ委スルカ或ハ又本邦個人ノ事業ニ放任

シ去ランカ輸送ノ便ハ比較的良好ナレハ鴨緑江材ハ一躍シテ他ノ地貼ニマテ侵入シテ本邦材ト

競争スルノ:場合ナキヲ期スヘカラス果シテ其ノ如キ場合ニ遭遇セハ本邦材ニ及ホス所ノ影響ハ

決シテ僅少ニアラス鴨緑江ノ伐木事業ヲ濁占的官業トシテ其ノ販貰区域ヲ画シ其ノ価格ヲ本邦

材ニ思料加減スルハーハ韓国ニ栓ケル需要供給ノ途ヲ圃滑ナラシメ又一ハ本邦材販路ノ維持及

援張上必要ノ事ニ属スル」凶として，伐出事業は官営とし，さらに i公有山ハ大抵柴草採取

ノ慣行ヲ存シ部落ヲ距ノレコト遠ク且警察動行セラレサルヲ以テ盗伐濫採ノ弊殆ト其ノ極ニ達セ

リ故ニ之ヲ悉ク個人ノ経営ニ委シ之カ管理及保護ニ任セシムルトキハ収支相償ハサルノミナラ

ス成林ノ効果ヲ収ムルコト甚タ難シ之レ官替ノ必要アル所以ナリ」同として，大面積の国有林

の創出を図る必要があるとした。

そして，日露戦争で勝利した日本は韓国と森林条約を締結することにより，ロシアが持つ
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ていた森林の利権を継承し， 1905年11月に軍用木材廠を設置して伐出事業を開始したが，こ

れらは日本政府による事前の森林調査を踏まえて推進された。

当時の韓国の森林状態について i韓国森林視察復命書J(農商務省山林局， 1903年)は，

「立木地ハ全林地ノ三分ノーニシテ柴草生地禿山ハ其三分二ニ及J14)んでいるが，その森林地

帯は日本の「秋田，青森二大林区ニ栓ケル国有林面積ト殆ント相等シク樹種ハ五葉松，落葉松

及縦ヲ主木トシ，棒，楓属，胡桃其他ノ闇葉樹ヲ混生セル天然林J1S)で，鴨緑江流域の森林面

積約388，800町歩の総森林蓄積は約15，552万尺〆(尺〆=約0.38mりに達しており，年間約

200万尺〆の造材木を搬出しても，約40年かかると報告16)している。

以上，これらの一連の森林調査の意図は，明らかに韓国の林業に資本を投じ，伐出事業を

行うために現況を把握し，それに必要な基礎資料を収集することにあったといえよう。これに

よって，軍用木材廠による伐出事業とともに，森林の所有権の確定のための制度が徐々に整備

されていくのである。

第2節営林廠の設置と伐出事業の展開

(1) 営林廠の設置

上記のような調査結果を踏まえて， 1905年には鴨緑江一帯の森林開発と軍用木材廠の設

置を検討するために，まず陸軍省雇員今川唯市と中牟田五郎によって， i長白山脈林況調査報

告書」が提出され軍用木材廠が設置された17)が，それは1906年の「森林経営に関する協同約

款」に基づく， 1907年の韓国統監府営林廠の設置をきっかけに廃止された。

一方，当時の鴨緑江流域の伐出事業は主に清国人労働者によって行われていたが，日本が

日露戦争に有利になった1904年に，日本政府は清国人による鴨緑江流域の木材の取引を禁止

しそれを軍需用材に使う方針を立て，木材約123万連c1連は9尺〆)を市価の約3分の1

の価格で押収した1へそれとともに，龍巌浦に貯木場と軍用木材供給のための製材工場を設置

し木材販売を禁止した。しかし，日本の木材引渡価格が低廉であったため，その翌年からの

清国人による伐採量は大幅な減少となり，木材価格は前年の約2倍に上昇した則。すなわち，

軍用木材廠の設置目的は， 日露戦争の日本軍の木材供給のみではなく，軍事力を利用した鴨縁

江材の販路の独占でもあったといえる。

一方， 1906年の「森林経営に関する協同約款J20)では，鴨緑江一帯は日本の統監府営林廠

が，豆満江一帯は韓国の西北営林廠がそれぞれ担当し，韓国側の事業の遂行については日本の

統監府営林廠に一任する，ことが定められ，その事業を遂行するため， i韓国森林特別会計法」

及び同「規則」が制定された21)。それは両国の協同経営による森林経営事業および収支計算につ

いて，それを明瞭にすることを目的に制定された事業特別会計で，独立採算制を採用し，両国

の資本出資については事業用物件の現物出資が認められた。また，それは造林，伐採，販売ま

でを一貫して経理することを目的として設置されたもので，日本における森林資金特別会計と
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は，本質を異にしていた。またその成立は，国際法上の義務の履行として制定されなければな

らなかった特殊性を持っていた2ヘ
なお，韓国森林特別会計法の制定により，その事業を遂行するために設立された統監府営

林廠と西北営林廠の設置目的は，韓国の国境地帯の森林を伐採，製材，販売することであった

が，当時の政治・軍事的な必要性から，営林廠の職員は全員軍人で構成され，憲兵等との連絡

を計りながらその事業は実施された。この特別組織は，政治，軍事的な不安が除かれた 1915

年まで続いているが， 1907年から施行された「統監府営林廠管制」却によれば，営林廠は統監

の管理下で鴨緑江・豆満江流域の森林経営に関する事務を管掌し，また，統監が必要と認める

所には営林支廠を設けることができた。これら支廠の配置制は，伐木造材から山地運材，筏

流の工程にしたがって四つに分けられ，また各区には出張所が置かれ，筏流された木材の授受

と漂流木の整理が行われた。

( 2) 伐出事業の展開

当時，韓国産の木材で一定の販路が確保されていたのは，いわゆる鴨緑江材，漢江材およ

び大同江材の三種であり，漢江材は主に松材でその主要用途は建築材として，年間約5千尺〆

が生産された。また，大同江材の需要は約25千尺〆程度であったZ九

一方，鴨縁江材は初めは中国人の需要が多かったが，統監府がその販路を拡大するため

に，その使用を奨励し，統監府傘下の官庁の建築には営林廠材を使用することを指示し，また

鉄道局と特別運賃を設定26)して，比較的低廉な価格で販売したため，営林廠の伐採実行量は

1907年の約22万尺〆から，翌年には約35万尺〆へと急激に増大した27)。このため，当時の

韓国の木材市場における北海道材や日本材の占有率が減少し，それに代わって鴨緑江・豆満江

流域の木材が徐々に増加していった。しかし，豆満江材を製材していた会寧製材所が1909年

に出火によって消失し，同年の木材伐採量は前年の約半分程度の約 18.5万尺〆に減少した。

一方，前述のように，軍用木材廠が清国人による木材の取引を禁止しそれを押収した結

果，彼らの伐出事業が中断し，その生産量が大幅に減少したため，軍用木材廠では，これに代

わる伐木隊を組織するとともに， 日本の吉野・木曽からの労働者を使って鴨緑江流域の伐出事

業を再開した。伐出方法は，伐木・造材および運材は請負作業により行われ，筏流だけが直営

事業として行われた。すなわち，恵山鎮上流の通南洞川，吾是川，儀化洞川及び五渓水流域の

伐採，造材および運材は請負にし，恵山鎮下流の長津)11，南社水および慈城江流域からの筏流

は直営にした28)。なお， 1910年の直営生産材は，チョウセンゴヨウ CPinuskoraiensゐ S.et 

Z.)，チョウセンカラマツ CLarixgmelinii var.ρrinαipisruρrechtii CMAYR) PILGER)等の大径

木であった。一方， r伐木搬出出願者取扱規程」により立木処分が許可され伐採された木材は，
「木材検査買収規程」により所要量が買収され，残りは原木料の徴収後自由に売買されたが，

それは主に小径木であった29)。

統監府営林廠の成立前後30，31)の伐出技術をみれば，次のとおりである。すなわち，営林廠
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設置以前には，その労働者は清国人が多かったが，以後韓国人と日本人の比率が高まってい

る。まず，入山しておよそ 10月から 12月にかけて伐木造材が行われたが，伐採は運材に便利

な箇所に集中し，予定寸法以上の腐朽していない良質の林木だけが択伐された。そして伐倒さ

れた木材は，直幹良材のみに限り造材された。日本からの伐木・造材労働者は吉野・木曽から

の出稼労働者が多かったが，彼らの伐採道具である土佐斧，土佐鋸，ハツリ斧等が，貸与形式

で伝播され，従来「トッキj(韓国斧〉で行われていた玉切りもすべて鋸びきて行われるように

なった。

次に営林廠設置以前の集運材は，主に牛馬による樟曳運材が行われた。まず，初冬に伐木

地から到着地点、まで集材路を開設し，積雪と同時に集材された。営林廠の設置以後の集材作業

は 1 人の日本人の監督下で韓国人1O~20 人の単位で行われ，主に牛曳，あるいは人手によ

る鳶，運材鳶 Iトチ」鐘，綱の他，木馬，山落し等によって行われた。

集材された後，山元運材が行われた。これは山落し，牛曳，木馬出し，修羅出し，小規模

の森林鉄道などの方法によったが，牛曳が一般に多く，冬季結永期に普通1本曳として行わ

れ，その材積は2尺〆程度であった。

このような山元運搬の終了後 I川出し」が行われた。 I川出し」は I管流」と「筏流」

に分けられるが，さらに「筏流」は鴨緑江の本流(恵山鎮下流)と支流(恵山鎮上流)により，

前者を「筏流j，後者を「小川出し」とした。まず「管流」は，河流に木材を投入して水力によっ

て流送する方法であるが，これは筏流の見込みがない所と比較的少材積が搬出されるときに用

いられた。すなわち，木材を搬出するのに水量が不足である場合渓水を堰き止め，貯水を一時

に放出してその水勢をもって木材を流送することで，鉄砲堰といい，水勢の減退するに従い再

び貯水した。その後 I小川出し」が行われるが，そのためにはまず編筏が行われた。 この編

筏作業は，当時鴨緑江流域で使われた中国式に比べて，搬出量等が多かった日本の新宮式が使

われた。編筏は目賀切，切揃，裏殺，捻木，揚の後，土入の順序で行われた。なお，編筏土場

は水量が豊富であり，木材の土入が容易な箇所が選ばれた。営林廠では，この「小川出し」ま

でが請負によって行われたために，請負人が編筏夫の募集から出発手当の支給等までを一括し

て担当した。

引続き，恵山鎮に貯材された木材は，新義列、|まで筏流されたが，それは直営事業によって

行われた。この筏流の労働者は，日本の木曽，吉野，紀州，十津川等から調達された。すなわ

ち，日本の中でも「紀の川および熊野川(上流は北山川と十津川)の流筏は著名で，そこでの

編筏技術と流筏技術とは高度の技能者を生み，戦前の朝鮮半島での鴨緑江，豆満江の流筏はこ

の地域からの筏夫の定期的出稼によって運営j32lされたのである。筏夫の募集方法は各組長を

定め，各組長が 1O~20 人程度の技術良好な筏夫を自ら募集した。その際，出発手当，船賃を

支給し，組長には渡韓後，組の筏流賃の3%が取締手当として支給された。

一方，筏流による木材の搬出は約3ヶ月かけて行われたため，木材の歩止りは低かったと
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思われるが， 1910~20 年代の官行祈伐の歩止りが約 50%， 1930 年代が約 40~50%に過ぎな

かったのに対して，当時の木材歩止りは約60%を上回っている。その理由としては，形質の

良い林木だけが択伐されたためと推察される。

第3節森林法の発布と地籍届出

1908年1月24日法律第1号により制定公布された森林法は，韓国における最初の森林に

関する法律であった。その主な内容は(本文18条、附則4条)， (1)林野の所有区分， (2)保安林

の設定， (3)部分林の設定，(4)森林保護に関する規程であった。そしてこの森林法の第四条に

「森林山野ノ所有者ハ本法施行ノ日ヨリ三箇年以内ニ森林山野ノ地積及面積ノ見取図ヲ添付シ

農商工部大臣ニ届出ツヘシ期間内ニ届出ナキモノハ総テ固有ト看倣スJ33)と規定され，国有林

の創出が計られている。しかし，その提出期間内に韓日合併となり，その提出物はただ受理さ

れたにすぎなかった。なお，その実績は予想を大きく下回るおよそ220万町歩(全林野面積の

約1/わであった。

一方，森林法の最大の狙いであった部分林制度を推進するために， 1908年に「固有森林山

野部分林規則J34)が制定され，部分林設定区域を5町歩以上に，存続期間は100年までとし，

そのうち民収分は90%とされた。そしてその推進に当たっては i母国ニ拾テモ農業若ハ水産

業経営ノ:馬メ朝鮮ニ移住スルモノェ対シテ執レル政策ト同シク彼土ニ珍テ林業ヲ鰹営シ殖林ヲ

企重スノレ者ニ対シ各府県ヨリ一定ノ奨働金ヲ輿へテ斯業実行者ノ移住ヲ増進セハ効果必ラス見

ルヘキモノアルヲ疑ハス」聞として，林業殖民による部分林制度の推進が主張された。

なお，その推進のため，韓日合併直前に，官民有林野の配置状況，林相の概要等の把握を

目的とする「林籍調査事業J36)が実施された。この林籍調査の調査期聞は僅か5ヶ月足らずの

極めて大雑把なものであったが，それにより韓国の森林総面積は約1，585万町歩であり，その

中で国有林面積は約52.4%に達していたことが初めて把握されている。このように，国有林

が多かった理由としては i当時該法令ノ周知徹底セザリシト且所有ヲ認ムベキ標準ノ厳ナリ

シトノ為多年占有シ来タレル林野ノ、勿論私有タル証拠ヲ有スルモノモ大部分ハ国有トシテ取扱

ワルルニ至レリ J37)と当時の事業報告書に述べられているように，地元民と密接な関係にあっ

た入会林野を認めなかったことと共に，証拠がある森林すら総督府の権力によって大部分が固

有化されたことがあげられよう。

しかし，この林籍調査の結果を基礎として i韓国の林野整理に関する意見書J38)が韓国

と日本の両政府に提出され，これに基づいて韓日合併以後の国有林経営が行われるようになっ

た。この森林法の発布に伴う林野の所有区分は，経営の根幹である所有権の所在を明らかにす

る基礎的な事業であるとともに、結果的には日本の利益を計るための措置であったといえる。
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第4節小 指

韓国の森林は，清国人の商業資本によって 19世紀後半から伐出事業が始められたが，そ

の後，諸列強の中でも特に日本によってその事業が組織的に行われた。すなわち，それの実施

を直接的に踏み切らせる契機となったのが. 1904年に勃発した日露戦争前後に実施された日

本政府による森林諸調査であった。それに基づき，国有林の伐出事業を官業とすること，及び

部分林制度を推進することが重視された。ここで強調しておきたいことは，それらのうち前者

を植民地政策遂行の財源確保と位置づけたこと，後者を森林荒廃の解決策として位置づけたこ

とである。すなわち，日本政府は鴨緑江流域の森林経営を通じて将来における朝鮮総督府の財

政に貢献するとともに、鴨緑江流域の木材市場の販路独占の支柱として，同地域の森林を国有

林として位置づけ，それを囲い込むことによって，日本の木材市場独占体制を維持しようとし

たのである。

このようなことから，伐出事業を大規模に展開することが緊急の課題とされ. 1907年に

特別会計法の制定及び統監府営林廠の設置が施行された。また 1908年には国有林及び私有林

を確定するための森林法が制定された。一方，木材生産は年間 20~35 万尺〆行われ，その搬

出は畜力，修羅，流送等を主としたが，編筏，筏流の労働力は日本からの出稼ぎ労働者(全労

働者の約 50~70%) によって担われた。またその推進にあたって，筏流のみを直営とする部分

請負制度が導入されるとともに，営林廠材の販路拡張のための諸施策の実施，さらには鉄道運

賃の特別割引などを実施し，国有林での木材生産量は大幅に増加した。

以上，本期は，以後の国有林経営を行うための準備的性格を持っていたといえよう。
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第4章韓日合併以後の国有林経営の展開

第1節国有林成立期 (1910-1925)

(1) 社会経済的条件

17 

1910年に日本は，韓国に対し「韓日合併に関する条約」を強制することによって植民地化

を実現し，植民地経済体制の再編成を目指してその制度的な措置を取り初め， 1911年に「会社

令」りを公布した。その狙いは， 日本企業の韓国への投資を積極的に誘致することであったが，

その内容は許可制が取られていた。また. 1915年には「朝鮮鉱業令」引が公布され，古河鉱業，

久原鉱業，小野田セメントなどの鉱業資本の対韓投資意欲は急激に高まった。一方，林業関係

では1917年に朝鮮製紙株式会社が創立され， 1919年からは年間原木消費量約20万尺〆(全量

が営林廠管内で生産された木材で、ある〉で， 15千トンのパルプ生産が始まったへこのような

日本企業の進出は， I内地に挫けるが如く，企業家乃至資本家の，単なる採算的見地より勃興

したるものと見るは正確なものと調へす，保護及助成政策が勃輿に導いた点が多々」叫あった

のである。
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しかし， 1919年の韓国独立万歳を連呼する群衆の全国的示威運動である 13・1独立運動」

をきっかけに， 日本はそれまでのいわゆる武断政治から文化政、治へと転換し，一次産業中心の

経済政策に転換した。すなわち 1朝鮮に珍ける新施政J5)を発表し，それに基づいて， 1920 

年から産米増殖計画の樹立と農業生産の拡大，会社令の撤廃と市場規則の改正，林業及び水産

試験場の設置，産業諸機関の拡張等が，政策として打ち出された。

なお， 1920年8月に法律第 53号で「関税法，関税定率法，保税倉庫法及仮置場等の朝鮮

に挫ける特例に関する件」剖が公布された。当時までの木材輸入は，韓日合併以前の税率の適

用により，原木・製材を問わず一律に従価7.5分の課税であった。また当時日本からの輸入木

材は，建築用材の杉，松，縦の角材，丸太，板類と，槍，梧桐，落葉松等の鉄道枕木，杉丸太

材の電柱などであった7)が，この措置により，板以外の製材及び厚木は工業原料であることか

ら，無税で多量輸入されたのである。このような措置を取った理由は，第 1次世界大戦以後の

鉄道，通信産業等の発展，官庁の増派と増設に伴って，木材の需要が急激に増加したため，国

境隣接地からの木材輸入によりその需要を緩和し，一面ではパノレプ，マッチ軸木工業などを振

興させるためであった。それに加えて， 1関東大震災に刺激されて殺到せる米材樺太材は続い

来れる沿海州材と相侯ちて忽ち内地都都に普遍横溢し余勢を駆って朝鮮に侵入し大正十三年早

くも樺太材の組織的移入を計画せられ，先ず釜山に基点を置き南鮮沿海地方を席巻すると共に

漸次北上し未だ不況に慣れず処すべき対策なき朝鮮材の異状なる衝動と混乱とを輿ふるに至れ

るのみならず之が為に価格低落の急先鋒に擬せられ製材価格の如き泊々として落潮J8)したた

め， 1926年3月には厚さ 5寸以下の製材に対して 1m3当り 1.95円を課税するよう改正され

た。

(2) 森林令の公布と固有林区分調査事業

すでに1910年の韓日合併以前に韓国の国有林は，日本の植民地統治のためのー財政確保

の場として位置づけられ，まず国境地方の原生林を対象にして伐出事業が行われることとなっ

たが，その経営を全国的に拡大させるためには，国有林の境界の確立が最も重要な政策的な課

題とならざるを得なかった。したがって， 1908年には「森林法」を公布し，地積届出を受ける

と共に，部分林制度の推進のため「固有森林山野部分林規則」を制定した。

しかし，これは以後次のような問題点が指摘された"。すなわち，一つは，部分林制度の

推進は，所有権の未確立に伴って，その権利の帰属が複雑であったことと，伐期まで無収入で

あったため，その推進実績がきわめて不調であったこと。二つは，前述した森林法第 19条の

規定は韓国の実情に適合せず，かつ無理な規定であったこと。三つは，韓国の森林は昔から無

主公山という入会慣行によって，伐採が自由に行われたため，それを全面的に禁止すること

は適当な措置ではなかったこと等であった。そのため，荒廃した森林を回復するとともに造

林貸付処分を推進するため， 1911年に「森林令J10)が公布された。

これにより，不要存林野の造林貸付処分が行われたが，そのためにはまず，固有，私有別
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に所有権を確立することが前提となったため，国有林区分調査と林籍調査事業が推進された。

しかし，この「区分調査事業は嘗時の現況に適醸せる施措計画なりしと難其の実績より逆賭す

れは所有者及其の境界を法的に確定する林野調査事業と本末を転倒せるの憾なき能はずJll)と

いうものであった。このように，この調査事業の意義は，合理的な国有林経営の基本的前提で

ある森林所有権の確立にあったといえるが，その一連の過程は「官権的な原始的蓄積と造林資

本育成強行J12)のため，一般私有林野の権利確定を放置したまま，国有林の固い込みを先行さ

せたのである。それにより， 1929年まで1万町歩以上の造林貸付処分を受けた大森林地主は，

住友合資会社，東洋拓殖株式会社等， 10社にのぼっている。すなわち r部分林制度を廃し，

借地料を取る貸付造林一譲渡の体系は，ある程度の資本の所有を前提としているのである。

従ってこの政策は主として内地の民間資本の導入を合法的に保護する結果となった」則。

以上のような国有林区分調査は1924年に終了し，国有林の面積は一応確定されたが，そ

のなかで 1919年に林野調査委員会が設置され，私有林の権利の確定を図るための裁決事務を

開始した。

(3 ) 管理組織の展開

朝鮮総督府営林廠は， 1910年8月の「朝鮮総督府営林廠管制J14)の公布により成立した固

有林経営機関として，統監府営林廠と韓国西北営林廠の事業及び管理組織をそのまま継承し

た。 1910年当時の要存国有林面積は，約530万町歩で，そのうち 218万町歩が営林廠により

経営され，残り 312万町歩は殖産局林業課本部(殖産局林業課は1912年に農林局林業課に，

1915年に岡山林課に， 1919年に殖産局山林課となった)で管理された。また，本部では火田，

盗伐等の被害を防止するために， 1912年の「固有森林山野保護規則」に基づいて同年に保護区

16箇所，翌年には森林監視所12箇所を設置したが，森林管理の大部分は地方庁に委任され

た。すなわち，国有林では伐出事業が行われた国境地方の営林廠所管国有林だけが重視され，

その以外は本部で所轄管理されたのである。

一方，前述した木材需要の増加に対応するため，国有林は木材生産を拡大する必要に迫ら

れていたが，当時までの国有林経営の推進は「朝鮮森林特別会計法J1S)のもとで行われていた

ため，まず資本金を繰り入れる必要があった。しかし，当時の日本の圏内情勢から，資本金を

増加させることは難しく，またその会計制度の成立は当初から国際法上の考慮によるもの

で円その継続の必要性をもたなかったため， 1915年からはその会計を朝鮮総督府特別会計

に繰り入れることとなった。

一方，このような木材生産拡大の要請は，国有林の管理に変化をもたらしている。すなわ

ち，植民地の統治がある程度安定したこと等の理由から， 19日年に初めて非箪人である斉藤

音作が営林廠長となる17)とともに，また前述した「朝鮮に挫ける新施政」に基づいて， 1919年

からは当時まで本部で所轄管理していた要存国有林に29箇所の山林課出張所が段階的に設立

され，以後林業経営は積極的に展開されることになるのである。さらに，同年に「朝鮮国有林
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仮施業案編成規程J1B)が制定され，国有林の事業は施業案に基づいて行われるようになった。

(4) 伐出事業の展開

韓国の国有林は1911年の簡易施業案.1915年の簡易施業案編成調査，および1919年の

仮施業案編成規程のもとで，施業案の編成と施業方針が確立され諸事業が展開した。本期の営

林廠所管固有林の伐出事業は，表IV-1にみるように，当初から官行祈伐と立木処分が行われ

たが，官行研伐は前期と同様部分請負制度が採用された。すなわち，伐木造材，山元運搬及び

編筏までを請負とし，筏流だけを工程払いによる直営事業とした。

表IV-I 国有林における伐採量の推移(1910-1925年〉 (単位:尺〆)

官 行 研 伐 立 木 処 分
年度 メ口込 計
伐木造材 同立木換算 道 所 管 営林署所管 計

1910 142，036 284，072 156，479 30，951 187，430 471，502 

1911 145，747 291，494 119，906 58，293 178，199 469，693 

1912 102，242 204，484 273，209 30，617 303，826 508，310 

1913 106，048 221，096 109，283 77，997 187，280 408，376 

1914 245，920 491，804 273，198 75，782 348，980 840，784 

1915 178，518 357，036 254，066 78，263 332，329 689，365 

1916 344，947 689，894 220，955 196，205 417，160 1，107，054 

1917 390，711 781，422 255，474 1，110，753 1，366，227 2，147，649 

1918 282，853 565，706 744，141 653，952 1，398，093 1，963，799 

1919 324，005 648，010 544，088 1，469，130 2，013，218 2，661，228 

1920 233，887 467，774 262，904 716，671 979，575 1，447，349 

1921 411，201 822，402 611，183 509，496 1，120，679 1，943，081 

1922 457，098 914，196 613，319 571，095 1，184，414 2，098，610 

1923 454，694 909，388 769，756 715，309 1，485，065 2，394，453 

1924 494，691 989，382 803，132 837，693 1，640，825 2，630，213 

1925 644，372 1，288，746 610，045 1，353，428 1，963，473 3，252，217 

注) 1 官行研伐については「朝鮮の林業(1929年版， P.42-43)Jより，立木処分にマいては「朝鮮総督府
統計年報(各年次)Jより作成。
2 1尺〆は約0.38m3である。

しかし、 1920年に至って全工程が直営事業体制へと大きく移行した。その理由は，当時の

木材需要の増大に対応して，官行研伐による木材生産量も急激に増加したが，部分請負による

作業工程だけが重視されたため，伐採後の後継林の造成が国有林経営の大きな問題として顕在

化したからである。また第1次世界大戦以後の鉄道，通信産業等の発展，官庁の再編と増設に

伴って，木材需要が急激に増加したため，木材生産を拡大する必要に迫られたからである。そ

れとともに，国有林の立木処分量も急激な増加をつづけた。すなわち，当時までは営林廠管内

固有林における官行研伐事業と立木処分事業を同時に行う場合，労働力の需給，河川の流送力

等の条件から後者の実施が前者の圧迫要因となる等の理由のため、後者が制限される傾向に

あったが19) 木材需要の増加は立木処分事業を飛躍的に増大させることになったのである。

また，当時の鉄道枕木の需要に対し供給量は絶対的不足の状況にあったが，木材景気の上
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昇を背景とする日本からの移入枕木価格の高騰に対処するため，総督府による積極的な開発施

策がすすめられ，立木処分量が1917年から飛躍的に増加した問。一方，本部所管国有林では，

営林廠所管国有林よりも林相が全般的に劣悪であったため，当初からすべてが立木処分により

伐採された。

この立木処分は，一時売却と年期売却の二つの方法が採用されたが，年期売却は「朝鮮総

督府森林令施行規則J21Jによれば，特別の設備をしなければ産物利用が困難な場合，あるいは

特別の設備をすれば林産物の利用が増進しうる場合に，一定の区域における固有森林の主産物

の種類と数量を指示して十年内の期間に毎年分割引渡しをする方法であった。この方法は， 日

本の 1905年の「国有林野主要産物年期売払規則」と「国有林野産物年期売払手続」による年期

特売方法とほぼ同一であるが，日本のそれが特別施設をしなければ森林の更新計画にともなう

林産物の利用が困難なとき，と規定しているのに対して，韓国のそれはただ特別の設備をしな

ければ産物利用が困難なとき，と規定されている。すなわち， 日本の「府県国有林の年期売払

は，その設定の対象となった林分がブナなどの広葉樹を主体とする奥地天然林であり，

国有林の奥地天然林の改良とそれによって取得する地代を高めようとする目的が強かった」却

のであるが，韓国国有林の年期売却は，安価な木材を大量かつ長期間にわたって保障すること

によって，大資本を優遇するとともに，植民地政策の遂行のための森林収入を恒久的に確保し

ようとするものであったといえよう。当時の韓国の営林廠所管国有林は，鉄道・道路網などが

未整備であったため，国有林の森林費の支出を増大させざるを得なかったが，日本国内の財政

状況の厳しさにより，資本金を増大して自ら伐出事業を展開することが困難であった。した

がって，森林費を支出せず一定の収入を確保するために採られた措置が年期売却による立木処

分であったといえる。このような背景から，大資本を優遇する年期売払が拡大されることに

なった。

次に，そのような木材生産の拡大のため，推進された制度的な措置についてみれば，木材

代金の延納制度及び木材価格の割引制度があげられる。すなわち， 1910年から r朝鮮総督府
営林廠木材及製材代金延納ニ関スル件j23Jに基づき，木材及び製材品の売払代金一口 300円以

上の大口取引に対し，代金延納取引を認める制度を取り入れるとともに，不良原木の名を以て

払い下げ，民間需要を拡大させる一方， 1912年には「物品売払代金延納規則J24Jが施行された。

また， 1916年には「木材価格低減ニ関スル内規J25Jに基づき，大口取引者に対する木材価格低

減の途を拓き，現金取引で9万円以上は0.5割， 19.5万円以上は1割， 30万円以上は1.5割

が割り引きされ，大口取引商はそれに5分の口銭を掛けて木材業者に販売した。さらに，三井

物産，新義州木材株式会社などの大口取引者に対しては，標準価格から2割を低減する特典が

与えられた。

さらに総督府は， 1918年に「森林産物特別処分令」を改正し，紙，マッチ，乾溜液，鉄道

枕木など重要物産の製造業者に対して林産物を随意契約で売却できる道を聞き，これら諸産業
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の新設及びその振興が図られた。それとともに，道知事には材積500尺〆，材価500円の範囲

で，山林課出張所長には各々100尺〆， 100円を越えざる範囲内で売却処分を委任させ叫木

材生産量の拡大を図った。

一方，このような木材生産の拡大に伴って，国有林の伐採方法は大径木の択伐的な取扱い

から，漸伐作業と皆伐作業の性格を持つ全伐作業へと移行するとともに、森林の更新作業への

関心も高まっていった。すなわち， 1916年度には各種木材の利用調査と共に，従来はほとん

ど顧みられなかった伐採後の更新法の必要を認め，まず専任の職員2名をして，恵山鎮支廠管

内におけるチョウセンカラマツの純林およびチョウセンカラマツと他の針葉樹との混交林，並

びに中江鎮営林支廠管内でトウヒ，モミ類およびトウヒ，モミ類とチョウセンゴヨウとの混交

林につき，これら森林の成立，林相の変化，稚樹の発生，林木の生長，結実状況並びに陰陽性

関係，林内地被物および下木生育の状況，伐採跡地および火災跡地の状況等を詳細に調査せし

め，更新法決定のための基礎的調査が実施された27)。

その具体的な内容は，当時の調査責任者であった後藤収蔵28.29)によれば，チョウセンカラ

マツの純林においては，結実年度を利用しておよそ4年後の伐採箇所に地表火をもって土地の

準備，稚樹の発生を促進し，それが4年生内外となったとき上木の皆伐を行う，すなわち予備

伐，下種伐を行わず1回の後伐による更新法で，稚樹の発生が不良である箇所については，補

植するというものであった。また，チョウセンカラマツと他の針葉樹との混交林に対しては，

結実年度を利用して地被物の掻起こしを行い，主としてトウヒ，モミ類の稚樹の発生を促進

し，その後 4年ないし8年において l固または2回伐採を行う，というものであった。これ

らの内容はチョウセンカラマツ林の成立とその推移に関する氏の予想をふまえたものであっ

た。すなわち氏は，チョウセンカラマツ林は伐採後，天然には再び前林相へは復帰しないこ

と。またチョウセンカラマツ林と他樹種との混交林は，その遷移の過程で一部はチョウセンカ

ラマツ林が点在する疎林となって最終的には消失し，また一部は林内にモミ， トウヒ類とチョ

ウセンゴヨウが侵入し，最終的にはモミ， トウヒ類の森林となると予想し，その施業実行は経

験上から約 5~10 町歩とすることが適当であると判断していた。この提案は採用されなかった

が，それをきっかけに1918年に本部及び営林廠の関係者が恵山鎮支廠に集まって，林相視察

の後，全般に全伐作業を採用することが有利であるとする結論を出している。

この時採別された森林の取扱要綱をみれば I現在林の取扱要綱(抜粋) 1.作業種 全

伐作業 2.立木の伐採歩合 針葉樹総材積の五割ないし七割(材種に依り相違う) 3.造材歩

止伐採材積の四割五分ないし五割五分(材種に依り相違う) 4.伐採跡地更新法 前生稚幼

樹が成林期に捨て，一町歩当約千五百本の林木を適当の位置に成立せしめ得る見込みの箇所に

付いては，植栽を行はす，然らざる箇所に付いてはテウセンカラマツを植栽し，其の成林期に

捨てー町歩当千五百本の林木の成立を期す」制とされており，またこの全伐作業は漸伐作業と

皆伐作業の区分が困難な場合に行う，というものであった。
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このような全伐作業の採用理由は，第uこ，木材需要の拡大に対応するため，木材生産量

を増加する必要が高まったこと。第2に，当時の運材の状況から推察すれば，大径材の抜き切

りがほぼ終わったことで，択伐作業の対象林分が極度に減少していたこと。すなわち i営林

廠所管森林中，近き将来に捨て研伐せらるべき見込の区域に成立せる主要樹種の性質と施業の

集約度とは，択伐，嬢林及中林の作業に適せざるJ31)状況であったこと。さらに，第3とし

て，鴨緑江流域の森林の自然的条件が良好であったことがあげられる。すなわち，統監府営林

廠の時代に伐採された林分の調査結果32) によれば，樹齢約 80~300 年，胸高直径 8 寸以上の

上木のー町歩当り立木材積が約600尺〆以上であった普天豊事業区での更新の状況は，チョウ

センカラマツを主とする森林や， トウヒ， トウシラベ CAbiesnゆhrol，ゆisMAX.)，チョウセ

ンハリモミ CPiceakoraiensis N AKAI) ，チョウセンゴヨウを主とする森林では，ー町歩当りの

稚樹の発生が，伐採以前において約 2~4 千本を数える等，その更新状況は比較的良好であっ

た。第4に，これに対して，それまで実施された「数十町歩を超ゆる大面積の伐区により施業

し」削た林分の更新状態が不良であり，また林相が悪変されていることが明らかになり，幼樹

の発生や生育に関して考慮を払う必要に迫られていたこと等もその理由としてあげられる。

以上みたように，韓国の国有林は，自然的には更新が極めて良好であったにもかかわら

ず，林相が悪化した伐採跡地が急激に増加したのは，大面積皆伐にもかかわらずその伐採跡地

の更新は依然として天然下種が期待されていたからである。

当時の伐出技術については，前時代とほとんど変化がない。したがって，以下重複を避け

その主な差異について述べる。前期では官行祈伐材を主に角材に造材したが，表IV-1~表IV

-2にみるように，伐採量の増加や運材手段などの変化に伴って，この時期には伐採された木

材は主として丸材で搬出された。すなわち， 1918年の「伐木造材及検尺規程」では i伐木ノ

造材ハ丸材(末口八寸以上)丸太，電柱 表IV-2 国有林官行研伐材の山地運搬手段構成の推移

及小丸太トシ丸材ニテハ運材困難ナノレモ (単位:尺〆.%)

ノ及角取ヲ有利トスルモノニ限リ二面取

又押角材ニ造材スベシJ34)とされ，伐採

点は地上1尺以内とすることが指示され

た。また，同年に「営林廠流筏業務規

程J35>>， i筏夫組合規約準則J36)が制定さ

れ，筏流労働者に対する管理が厳格とな

るとともに，同作業を実際的に管理する

組長に対する手当が，前期には組筏夫稼

高の3%が支給されたが，本期に入って

鴨緑江地方では 5~7%，豆満江流域で

は 3~5%が支給されることになった。

牛 曳 軌 道 総 計
年度
数 量 % 数 量 % 数 量 % 

1916 294，272 92 25，208 8 319，500 100 

1917 489，403 94 30，572 6 519，975 100 

1918 284，285 83 56，432 17 340，717 100 

1919 322，553 94 19，714 6 342，267 100 

1920 212，172 87 30，636 13 242，808 100 

1921 464，816 94 30，0∞ 6 494，816 100 
1922 409，644 91 42，319 9 451，963 100 

1923 496，539 82 109，352 18 605，891 100 

1924 467，059 74 161，587 26 628，646 100 

1925 670，385 78 189，330 22 859，715 100 

注) I朝鮮の林業 (1936年版.P.47-48)Jより作成。
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ついで，木材生産の拡大の基本的な前提となった筏流水路や林道の整備等について述べ

る。本期の官行研伐材の山元運搬手段の構成をみれば，表IV-2にみるように， 1917年までは

牛曳による山元運材が 90%以上を占めているが，伐出生産の拡大とそれに伴う奥地化により，

林道及び車道，森林軌道などが漸次敷設され， 1926年には軌道運材が約 30%の水準まで増加

した。しかし，本期の主な運材手段は筏流であったため，森林軌道の拡張とともに筏流水路の

整備がもっとも重視されていた。このような森林土木施設の整備による運材手段の変化が，木

材生産の拡大をもたらした一つの技術的な要因となっていた。

(5 ) 造林事業の展開

この時期の国有林で、の造林事業は， 1910年の「朝鮮林野整理に関する意見書」に基づいて

行われた。すなわち，その方針は i(イ)成林地 現存木を利用しつつ可成天然更新法に拠る。(ロ)

疎林地 現存木を母樹として天然更新を行ひ得る箇処は勉めて天然更新法によることとし，否

らざる箇処は適宜伐採して人工造林を行ふ。付稚樹叢生地 有も成林の見込ある以上は之を養

護して成林せしめ必要あれば人工によりて若干の補植を為す，また到底成林の見込なき場合は

人工造林を行ふ。付草生地 普通植栽(挿木又は人工播種をも含む)に依り成林せしむ。例禿

裸地 平担地及び緩斜地は普通植栽とし其他は簡易砂防，又本砂防工を施行す，但し:裸出地の

第1期植物たるカパ類，アキグミ，その他の潅木，カヤ・イタドリ等の草本種子を散播し是等

の生育を侯ちて普通植栽を行ふも一法たるべしJ37)とされたが，直営造林地の選定方針は，京

城附近，京釜線及び京義線の附近の要地と保安林に限られ，実際には国有林での造林は伐採跡

地の更新ではなく，荒廃林地復旧を主軸にして展開した。

国有林の造林事業がそれまでの砂防的な目的から脱皮して，資源造成的な性格をも併有し

たのは， 1920年代からである。すなわち，本部所管国有林では，造林の模範を示す等の目的

から， 1907年に日本の技術者による砂防造林が示範的に京城白雲洞と平壌牡丹台の 2箇所で

始まり，その後水原，大郎，開城等に拡大され， 1911年以後には京城付近の荒廃山野の造林

表IV-3 国有林における造林実績の推移(1907-1914年〕 (単位:町歩，本， %) 

普通植栽 砂防植栽 言十
活着比率年度

面 積 本 数 面 積 本 数 面 積 本 数

1907 9 40.696 5 31.588 14 72，284 60 

1908 219 984，196 5 13，000 224 997，196 48 

1909 119 719.389 130 277，000 249 996，389 55 

1910 122 374，025 409 502，406 531 876，431 71 

1911 (補植〕 19.320 96 758，730 96 778，050 91 

1912 518 1，039，859 20 149，582 538 1，189，441 92 

1913 45 580，040 59 434，828 104 1，014，868 91 

1914 98 1，053，239 37 324，462 135 1，377，701 ワ

計 1，130 4，810，764 761 2，491，596 1，891 7，301，360 

注) r朝鮮施政の方針及実績 (1915年， P.334)Jより作成。
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に主力が注がれた。その推移は，表IV-3に示すとおりで，砂防及び普通植栽が行われてい

る。その植栽樹種は，アカマツ CPinusdensijiora S. et Z.)，クロマツ CPinus thunbergii 

PARL.)，ニセアカシア CRobin勿 ρseudo-acac必L.)が多く，またヤマハンノキ CAlnushir. 

附 U似 CSPACH)RUPR.)，クヌギ CQuercusacutissima CARRUTH.)，白楊類など，その樹種は

多様であった。しかし 1916年のチョウセンカラマツ養苗の成功により， 1920年代半ばにはア

カマツ，チョウセンカラマツ，チョウセンゴヨウ等が中心的に植栽された。なお， 1919年以

後には山林課出張所の設置をきっかけとして，所管国有林内で1箇年に各百町歩を造林する計

画が立てられ， 1920 年からは各出張所ごとに 1~3 町歩の苗聞が開設され，養苗事業が開始

された38)。

一方，営林廠所管国有林はなるべく「天然更新によるを得策J39)としていたが，補植と末

立木地造林の対象となる森林が少なくないこと，筏流に必要な捻木備林を造成する必要等か

ら， 1919年に次のような造林計画が立てられた。すなわち，伐採跡地は主として天然更新に

よって成林を図り，成林地の補植に関しては便宜の箇所に林間苗圃を設置し，天然稚樹を床替

して養成する，また天然稚樹発生地は成林撫育によってその増勢を図る，そして，同地域の未

立木地である 16千町歩については30ヶ年計画をもって人工植栽による造林を図る，とするも

のであった40)。

しかし，その人工造林はあくまでも補助的な位置に過ぎなかった。すなわち，恵山鎮，豊

山及び甲山の 3 箇所に計 4~5 町歩の苗圃が開設され，チョウセンカラマツの種子が播種され

たにとどまったので、ある。なお，甲山郡長平面及び晋恵面で上層木の除伐，雑草の刈払い，蔓

切り等の方法により，稚樹の成林撫育事業が 130町歩にかけて実施され，また厚昌郡南社水で

人工造林，萌芽造林によるモンゴリナラ CQuercω mongolicaFISCH.)，エゾノウワミズザク

ラCPrun附 μd悶L.)の捻木備林造成が始まっている。すなわち，表IV-4にみるように，未

立木地造林が 1922年から，伐採跡地の造林が 1923年から始められている。このように， 1920 

表IV-4 固有林における造林実績の推移 0919-1925年)

年度
普通商圃 林間苗圃 成林撫育 伐採跡地補植 未立木地植栽 捻木備林

面積 経費 面積 経費 面積 経費 面積 経費 面積 経費 面積 経費

坪 円 坪 円 町歩 円 町歩 円 町歩 円 町歩 円
1919 2，155 6，278 4，527 158 131 3，496 100 717 
1920 10，348 10，588 102 2，739 67 548 
1921 2，209 2，608 2，282 320 323 4，336 130 1.156 
1922 4，682 3，554 3，783 473 785 12，704 7 150 263 2，736 
1923 4，480 2，520 8，475 1，585 896 11，592 11 148 44 585 219 2，599 
1924 10，516 6，630 3，701 916 1，421 15，019 55 512 44 668 74 892 
1925 6，690 3，646 11，111 531 1，148 9，546 209 1，086 201 1，891 162 2，095 
言十 41，080 35，824 33，879 3，983 4，806 59，432 275 1，746 296 3，294 1，015 11，743 

注) 1 普通商掴の施業は，播種，床替，据置，挿僚に，林間苗圃のそれは，床替，据置，矯種に，伐採跡地
のそれは補植，人工下種に，捻木備林のそれは母樹伐採，植栽および人工播種である。
2 捻木とは，編筏する際，木材を連結するため，直径3m内外，長さ約30cmの細長い材を捻って作製
したものをいう。一般に，捻木としては，モンゴリナラCQuercusmongolica Fisch.)，エゾノウワ
ミズザクラ CPruruspadus L.)等を利用する。

3 r朝鮮半島の山林 0974年， P.62)Jと「営林廠事業要綱 0925年， P.24-25)Jより作成。
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年代初頭までは伐採跡地の取扱いはほとんど放棄状態であったが，造林計画の作成により，人

工造林以外にも天然林の成林撫育等が行われるようになったことは注目される。
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第2節林政統一以後の国有林経営の展開 (1926-19部)

(1) 社会経済的条件

韓国においては従来農業が全産業の中心となり，米穀中心の産業政策が貫徹されたが，こ

のような産業構造は世界恐慌下で深刻な打撃を受けた。このため， 1932年には農山漁村の振

興と自力更生運動，北鮮開拓事業，産米増殖計画の中止と工業発展を重点、とする施策がかかげ

られた九また，満州国の成立による輸出景気の上昇や軍需イジプレーションなどの影響によ

り， 日本企業の韓国進出による工業化が積極的に推進された。その推進の背景には，総督府の

厚い保護ばかりでなく，低賃金，低地代と共に，低廉かつ豊富な水力発電事業の発展があっ

た2)。

一方， 1926年から戦時体制に入る 1937年の聞における木材市場の動向について，韓国と

日本の木材価格の推移をみると，表IV-5にみるように，この間の日本の木材価格は約180%

上昇したが，韓国のそれは逆に約70%に低下した。このような木材価格下落の原因としては，

表IV-5 韓国と日本の木材価格の比較 (単位.円)

韓 国 日 本 韓 国 日 本
年度

木材価格 価格指数 価格指数
年度

木材価格 価格指数 価格指数

1910 4.61 100 109 1928 3.70 80 190 

1911 4.27 93 111 1929 4.02 87 178 

1912 4.90 106 112 1930 3.47 75 137 

1913 4.58 99 112 1931 3.07 67 137 

1914 4.34 94 105 1932 2.83 61 152 

1915 3.80 82 101 1933 3.86 84 193 

1916 3.62 79 112 1934 4.65 101 226 

1917 4.93 107 148 1935 4.86 105 228 

1918 6.77 147 197 1936 4.99 108 237 

1919 12.12 263 257 1937 6.09 132 351 

1920 19.21 417 388 1938 7.54 164 435 

1921 8.31 180 333 1939 7.93 172 531 

1922 8.78 190 304 1940 7.75 168 650 

1923 8.53 185 300 1941 8.47 184 714 

1924 8.98 195 271 1942 ワ ワ 715 

1925 7.29 158 227 1943 ワ ワ 721 

1926 8.85 192 203 1944 ワ ワ 804 

1927 4.19 91 195 1945 ワ ワ 1，022 

注) 1 韓国の木材価格は，官行伐採材1尺〆当りの平均販売価格である。

2 日本の木材価格指数は，日銀卸売価格指数である。

3 韓国の木材価格の内訳は，萩野敏雄「朝鮮・満州、|・台湾林業発達史論 0965年， P.156)Jより，日

本のそれは赤井英夫「木材価格の趨勢変動に関する研究 0965年， P. 26， P. 66， P. 133) Jより引用。
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関税政策，満州の銀変動及び国有林材の低価格政策の三つがあげられる。すなわち，第Hこは

前述したように， 1920年に「関税法，関税定率法，保税倉庫法及仮置場等の朝鮮に除ける特例

に関する件」が制定され，木材輸入が無税となったため，樺太材等の外材輸入が氾濫した3)こ

とである。このため， 1928年に「一.米材の内地並に朝鮮輸入を防ぐ為税率を引上ぐ，二.満

州材の朝鮮輸入を或る程度迄制限し，朝鮮木材の自給自足を期するため現行の木材関税特例を

撤廃し適当の関税を設く，三.満州材は朝鮮輸入には課税するも内地輸入には無税とす，四.

朝鮮輸入満州材の税率は内地関税と均等を保たしむる為め大蔵農林両省審議中の改正決定と同

時に決定するJ4)という方針が決定され， 1929年に同「特例に関する件」が「木材に対しては急

激な輸入税の変化を避J5)けるため時間付きで改正され，ょうやく 1932年にそれが廃止され

た。第2に， 1930年に金解禁となり，金の騰貴が対外為替の変化をもたらした6)ことである。

これにより鴨緑江流域は，木材と直接の関係があった銀相場が大暴落し，木材価格はさらに低

下した。第3に，国有林材の大部分が官庁や軍需へ供給されたほか，民需向けについても三井

物産等の特定商業資本に価格を公表せず安価に販売する等，日本企業の誘致のための低価格政

策が維持されてきたことである。すなわち i官行研伐材は官営製材工場の用に供するものを

除き，すべて原木のまま売却していたが，これらの原木は主として売払地所在のパルプ工場及

び製材工場等の加工原料となり，一部は電柱及び坑木用材としてそれぞれ需要地に配送され

た。次に官営工場における製材品のうち，官公署用材については直接配給し，市場向け製品に

ついては特定商(指定問屋〉に払い下げ，特定商が一般需要者に配給していた。この販売方式

は木材統制実施まで続j1)いたのである。この中で原木問屋(指定問屋)は，官行研伐材のほか

上流奥地林から伐採・筏流された木材のほとんどを引受け，一定の口銭c1尺〆に付き約10

銭)を以て， 1930年代初頭には製材工場と消費者に1年間約40万尺〆を販売したへ

一方，軍需インフレーションと 1932年の満州国の成立などによる木材需要の拡大によっ

て， 1934年にようやく木材価格は1910年の状態に回復したが，このような低木材価格政策下

では集約な小面積施業は望まれ難く，収益をあげるためには，必然的に伐採面積を過大にせざ

るを得なかった叫のである。

( 2) 朝鮮林政計画の樹立と北鮮開拓事業

1926年に「朝鮮林政計画J10)が樹立された。その主な内容は，国有林経営機関の改革によ

る経営強化と，民有林政の充実を図ることであった。この計画の樹立の背景には， 1921年の

「朝鮮産業委員会」で「林業に関する件」が審議・可決されたことがあげられる。すなわち，そ

れでは「①木材需給の調節林の開発及保続を図る為国有林野の管理経営を統一し合理的施業を

行うこと，②民有林野の造林特に荒廃山野の復旧を速成する適当の施設を行なうこと，③不要

存林野に付ては造林の促進及縁故者の利益を考慮し適当の処分を為すことJlりがあげられ，固

有林経営の強化をはかることがその中心的課題として位置づけられた。そして，そのための国

有林の重点事業として，①国有林野の存廃調査及び処分，②施業案の編成及び検討，③造林，
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④森林産物の処分，⑤火田の整理及び森林の保護があげられた。

このような国有林の重点事業を推進するため， 1926年，まず管理機関の統ーを図る林政

統ーが行われた。すなわち，従来，国有林519万町歩は，営林廠が211万町歩を，殖産局山林

課出張所が 140万町歩を所管して経営し，残り 168万町歩は各道で所管しており，そして営林

廠211万町歩については60箇所の保護区で，また，殖産局山林課および各道所管国有林308

万町歩のうち 175万町歩については65保護区で， 14万町歩は山林監視所で森林保護事業が行

われたが，残り 119万町歩については特別な保護機関がない状態におかれていた。林政統ー

は，こうした状態を改善するため，これらの各経営機関を，山林部下の 36箇所営林署と結合

させ，国有林経営の管理強化を図ろうとするものであった。しかし，前述した木材価格の停滞

により，国有林経営はむしろ縮小化の方向がすすみ， 1926年に36箇所あった営林署は1929

年に 19箇所に，さらに 1932年には11箇所に統廃合された(その後，満州国の成立による木材

景気の上昇をきっかけに，営林署は1934年には12箇所に， 1937年には14箇所に増設され

た〉。また，営林署職員の人件費予算は1926年の約44万円から， 1932年には約25万円に大

幅に減少し町一事業区の面積は， 1926年の約14万町歩から 1932年には2倍の約27万町歩

に増加した13)。

このような過程で，北鮮地方の開発により満州進出の足場を作ること，韓国内の人口の分

散と日本人の移民の実施を狙った北鮮開拓事業が1932年から実施された。これは一方の植民

地である樺太で実施される樺太拓殖計画と軌をーっとするもの14)であった。この北鮮開拓事

業は1932年以後の 15年計画(総経費2.683.3万円〉で，森林事業 (1.218.3万円)，道路改修

(838.0万円)及び鉄道敷設 (627.0万円)の三事業を重点的に行う計画であった。

以上，本期の国有林経営は「朝鮮林政計画J，r北鮮開拓事業」に基づいて推進されたが，
一方管理組織の面では1932年9月の行政整理により，従来営林署を統轄していた山林部が廃

止され，林野に関する業務は再び農林局に移管され，農事業務と統一処理されることになっ

た15)。すなわち，この時期は木材景気の沈滞等により，むしろ営林署の減少と事業の北部地方

への集中が進み，当初意図した計画の実行を困難としたのである。

(3 ) 伐出事業の展開

1926年からの国有林の伐採計画は「朝鮮林政計画書」によれは 1926年以後の30年間の

期間計画に基づいてたてられた。そのうち 1926年から 1937年に至る伐採計画および実行量は

表IVー6に示すように，立木売却処分3.317万尺〆，官行研伐2.701万尺〆，計6.018万尺〆

の計画に対して，その実行量は，立木処分が133%(44.121千尺〆)，官行研伐が104%

(28，194千尺〆)，合計120%(72，315千尺〆)が実施された。このように，この期間，計画を

上回る伐採が実施されているが，それはこの過程で整理期50年が設定され，老齢過熱林分の

利用拡大等が重視されたことによっている。すなわち，この時期韓国の国有林では整理期を林

齢より極度に短く設定し，老齢林分を有利な時期に伐採することを意図したためである。しか



30 北海道大学農学部演習林研究報告第 47巻第 1号

表 IV-6 標準伐採量と伐採実行量との比較 0925ー 1940年) (単位尺〆，%) 

標 準 伐 採 量 伐採実 行 量

年度 官行研伐 立 木 処 分 官行研伐
メ口h 言十

原木材積 立木換算 針葉樹 広葉樹 言十 原木材積 立木換算 歩止り

1925 600，000 1，200，000 1，410，000 290，000 1，700，000 2，900，000 644.373 1，224，907 52.6 

1926 730，000 1，460，000 1，960，000 350，000 2，310，000 3，770，000 690，598 1，373，125 50.3 

1927 800，000 1.600，000 2，050，000 380，000 2，430，000 4，030，000 758，651 1，547，421 49.0 
1928 890.000 1，780，000 2，140，000 400，000 2，540，000 4，320，000 870，708 1. 754，377 49.6 
1929 970，000 1.940，000 2.220.000 430，000 2，650，000 4，590，000 970，178 2，038，495 47.6 
1930 1，050，000 2，100，000 2.330.000 460，000 2，790，000 4，890，000 903，927 2，103，270 43.0 

1931 1，120，000 2，240，000 2.280.000 540，000 2，820，000 5，060，000 687.132 1，747，866 39.3 

1932 1，180，000 2，350，000 2，280，000 570，ωo 2，850，000 5，200，000 1，018，750 2，463，237 41.4 
1933 1，240，000 2，470，000 2.280.000 600，000 2，880，000 5，350，000 1，122，856 2，691，741 41. 7 
1934 1.310，000 2，620，000 2.280.000 620，000 2，900，000 5，520，000 1，185，035 2，897，469 40.9 
1935 1，410，000 2，810，000 2，280，000 650，000 2，930，000 5，740，000 1，137.743 2，844，358 
1936 1，410，000 2，820，000 2，280，000 740，000 3，020，000 5，840，000 1，298，223 3，245，558 

1937 1，410，000 2，820，000 2，280，000 770，000 3，050，000 5，870，000 1，394，870 3，487，175 

1938 1.420，000 2，830，000 2，280，000 790，000 3，070，000 5，900，000 1，542，842 3，857，105 
1939 1，420，000 2，840，0ω 2，280，000 820，000 3，100，000 5，940，000 1，614，800 4，037，001 

1940 1.430，000 2，850，000 2.280.000 850，000 3，130，000 5，980，000 1，571，376 3，928，440 

伐 採 実 行 量 伐 採 実 行 率

年度 立 木 処 分
iロh‘ 

針葉樹 広葉樹 計

立 木処 分
言十 官行研伐 ぷ口込 計

針葉樹広葉樹小 計

1925 2.010.582 3，235，489 102.1 118.3 111.6 
1926 1，977，329 716，025 2.693.354 4，066，479 94.0 100.9 204.6 116.6 107.9 

1927 2，230，795 841，832 3，072，627 4，620，048 96.7 108.8 221.5 126.4 114.6 

1928 2，210，467 887.050 3，097，517 4，851，894 98.6 103.3 221.8 121.9 112.3 
1929 1，996，379 735，853 2，732，232 4，770，727 105.1 89.9 171.1 103.1 103.9 

1930 1，687，488 868，107 2，555，595 4，658，865 100.2 72.4 188.7 91.6 95.3 
1931 2，099，866 844.061 2，943，927 4，691，793 78.0 92.1 156.3 104.4 92.7 

1932 2，807，217 930，289 3，737，506 6，200，743 104.8 123.1 163.2 131.1 119.2 

1933 3，509，421 1，097，565 4，606，986 7，298，727 109.0 153.9 182.9 160.0 136.4 

1934 3，522，885 1.080，201 4，603，086 7，500，555 110.6 154.5 174.2 158.7 135.9 
1935 3，455，184 785，988 4，241.172 7，085，530 101.2 151.5 120.9 144.7 123.4 
1936 3，976，125 893.889 4，870，014 8，115，572 115.1 174.4 120.8 161.3 130.9 

1937 4，073，478 893，847 4，967，325 8，454，500 123.7 178.7 116.1 162.9 144.0 

1938 4，330，524 1，162，233 5，492，757 9，349，862 136.8 189.9 147.1 178.9 158.5 

1939 4，087，056 1，305，327 5.392.383 9，429，384 142.1 179.3 159.2 173.9 158.7 

1940 5，899，428 9，827，868 137.8 164.3 

注) 1 r日林北支部第36号 0988，P.30)Jでは，国有林の官行祈伐量の歩止まりを50%で作成したが，発

表後新しく発見した朝鮮総督府「国有林経営計画 0931年)Jでは45%で，また「朝鮮の林業 0936

年版， P.45-46)Jでは表に示すように， 1925年の52.6%から1934年には40.9%と計算されていた。

これらにより， 1935年からの国有林における官行祈伐量は，歩止り40%を一括適用した。

2 1935年からの伐採実行量は， m3単位のものを換算した(官行研伐は2.62，立木処分は3.0)。

3 立木売却処分の対象樹種は，主にアカマツ， ;7ロマツ，チョウセンカラマツ，チョウセンゴヨウ，ト
ウヒ・モミ，ヤマナラシ， ドロノキ，モンゴリナラ，ヤチダモ;7ノレミ，オノオレカンパ，シラカン

パ等であった。

4 標準伐採量は「朝鮮林政計画書 0927年， P.8-9)Jより，また1925-1934年の伐採実行量は「朝鮮

の林業 0936年版， P. 45-46， P. 66-67) Jより， 1935-1939年のそれは「同 0940年12月版， P.54， 

P.64-65)Jより作成。
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しその一方，伐採対象林分が老齢過熱林分であったため，森林の生長量は計算されず，した

がって国有林における植伐均衡をいかに維持するかが当時の課題とされていた。なお i城川

水事業区施業案説明書J16)によれば，標準伐採量の決定には簡易な面積平分法が適用され，ま

た作業種は前更作業と択伐作業の二つに区分されたが，両作業種の輪伐期については一括して

100年とされている。また，前更作業の伐採方法は単位面積当りの最大利益を目標として後伐

と下種伐を同時に行うとされたが，それとともに将来は複層林に誘導するため，胸高直径6寸

以上の上層木については林地保護と更新を図るため母樹を残存し，また5寸未満の小径木につ

いては保育伐を重視することが指示された。伐採率はトウヒとチョウセンカラマツが70%，

チョウセンゴヨウが80%と計画された。

このような方針に対して，実行においては主に前更作業が採用され i天然更新を汎行す

るJ17)ことが大部分を占めた。一般に，天然更新により後継樹を造成するためには，主に選木

技術が重要な技術的要因となると考えられる。しかし，当初の施業についていえば，このこと

えの配慮はほとんど願みられないままに実施された。すなわち，当初の伐採個所から新義州，

会寧の木材市場に運搬されるまで，百里内外の距離を筏流に依らなければならなかったため，

水運に適合しなかった木材や小径木で編筏流下が困難な木材は，山地に残置された。すなわ

ち，チョウセンカラマツ林では i1ha当り数十本の母樹を残して居るけれども，概ね被圧され

た小径木である為，まだ下種されぬ聞に残存木が枯死すると云ふ有様を呈して居るJ18)状況

で，伐採跡地の残存林木は主に，①針葉樹小径木，②心腐等の不良木，③広葉樹19)等の三つ

を主体とするものであった。また， 1927年の官行研伐の資料調査20)によれば，伐採木は直径

6寸以上のもので，その伐採木の直径級別本数の割合は，直径1尺内外のものが一番多かった

とL、う。

これらの事業による 1935年までの累積伐採跡地は約61万町歩と推定されるが，これを用

途別にみれば，薪炭材生産17万町歩，用材生産44万町歩であった21)。このように，国境地方

の伐採対象地の交通不便を反映して，伐採木は一定直径以上を要するとともに，経済的利用上

からも伐採数量は相当の数量を要したため，一作業地の伐区面積も官行研伐地では百町歩を超

える場合が多かったとL、う問問。以上みたように，韓国の国有林が木材価格の下落などの不況

期に一定の収益を確保することができた要因としては，管理費と事業費を節減するととも

に，伐区の拡大による収入の拡大・確保を図ったことなどが考えられよう。

一方， 1928年の「固有産物利用増進計画」が， 1926年の固有鉄道の施設計画に従って推進

され，搬出費の節減と伐出生産の増加をもたらした24)。しかし，引き続く木材価格の停滞や不

景気に伴って，国有林の森林鉄道の設置経費は，表IV-7にみるように， 1929年の 356千円か

ら1932年には79千円に急激に減少した。しかし一方， 1932年からは森林土木事業が北鮮開

拓事業に位置づけられ，その一環として固有鉄道である恵山線，満浦線，東海岸線をはじめ，

国境拓殖鉄道等が速成敷設されたことにより，木材の搬出経費が低減し，外材を駆遂して販路
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表IV-7 年度別の森林土木施設の推移(1926-1939年〕 (単位 km，円〕

森林鉄道 森林軌道 林道及び車道 筏流水路 雑 工
年度
延長経 費 延長 経 費 延長 経 費 延長 経 費 経 費

総経費

1926 22.2 158，425 8.0 3，200 1，632 223，470 67，363 452，458 

1927 31.4 236，422 4.3 8.522 1.856 135.635 40.985 421，564 

1928 30.9 287，693 3.5 7，545 1，856 92，129 38，382 425，749 

1929 28.0 356，035 27.8 147，872 13.8 12，049 1，884 196，182 31，163 743，301 

1930 20.3 301，636 28.2 167，861 43.2 7，715 1，768 144，922 24，872 647，006 

1931 132，700 33.6 84，800 21.6 5，087 1，608 143，655 33，698 399，940 

1932 78，839 27.7 71，243 15.4 3，566 1，760 103，234 26，160 283，042 

1933 134，439 51.6 206，963 72.1 9，058 1，899 133.336 44，645 528，441 

1934 13.6 136，920 61.8 553，952 22.4 8，391 2，036 194，947 71，003 965，213 

1935 20.0 265，481 396.0 457，672 330.0 20，981 2，076 254，762 107，104 1，106，000 

1936 16.0 190，879 448.0 553，097 373.0 64，583 2，115 242，163 113，974 1，164，698 

1937 3.0 292，168 475.0 558，624 402.0 12，282 2，312 204，970 127，608 1，195，652 

1938 19.0 282，842 659.0 624，403 525.0 29，965 2，380 279，682 209，724 1，079，811 

1939 11.0 242，953 658.0 701，961 570.0 150，924 2，410 255，000 178，507 1，184，386 

注) 1 1926-1934年の森林鉄道，森林軌道及び林道の延長は新設のみを， 1935-1939年のそれは新設及び補

修を含む。

年度

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1943 

2 1935年からの森林鉄道の新設は，北鮮開拓事業により行われており，また1935-1939年の森林軌道の

敷設は，経常部のほか臨時部(北鮮開拓事業により実行，すなわち1935年の31km， 1936年の25km，

1938年の9km， 1939年の 3km)を含む。

3 筏流水路は，その年度の新設，補修の総延長を含む。

4 雑工は，臨時部と経常部の合計で，その内容は，仮設物，貯木所及び電話線の新設，補修等である。

5 1926-1934年の内訳は「朝鮮の林業(1936年版， P. 51-52) J， 1935-1939年は「同(1940年版， P.56)J 

より作成。

表IV-8 国有林における官行祈伐材の山地運材手段構成の推移 (単位:m3， %) 

普通運材 軌道運材 林鉄運材 計

数 量 比率 数 量 比率 数 量 比率 数 量 比率

457，926 66.1 175，267 25.3 59，587 8.6 692，780 100 

440，271 55.9 249，001 31.6 97，966 12.5 787，238 100 

470，031 56.1 248，870 29.7 118，247 14.2 837，148 100 

552，887 60.6 258.089 28.3 101，602 11.1 912，578 100 

590，829 62.0 271.651 28.5 89，986 9.5 952，466 100 

614，403 57.9 324，255 30.5 123，322 11.6 1，061，980 100 

557，821 53.1 341，329 32.5 151，978 14.4 1，051，128 100 

(84%) (52%) (58%) 

注) 1 1934-1939年の内訳は.r朝鮮の林業(1940年12月版.P.54)Jより作成。
2 1943年の内訳は.r朝鮮半島の山林(1974年， P.143)Jより作成。ただし，原資料比友邦協会編「太
平洋戦下の朝鮮」である。

3 1943年の内訳中( )は，予定に対する実績の比率である。



緯国国有林における伐出・育林事業の展開過程(白) 33 

の開拓が図られた制。また，それまで、減少傾向をみせた筏流水路の設備は， 1933年から増加

の傾向をみせ，その経費も 1934年には前年の約2倍に増え，以後その水準を維持した。

次に，官行研伐事業の山元運搬手段の構成は，表IV-8にみるように，当時まで運材手段

の中心であった畜力が， 1935年には55.9%に減少し，その代わりに軌道運材と林鉄運材が増

加した。すなわち， 1927年には江界営林署でインクライン26)が， 1929年には森林鉄道が敷設

されてガソリン機関車が出現し，さらに 1936年には自動車運材が始まった。以上，林政計画

実施以前の旧営林廠所管以外の国有林では，木材資源培養，国土保全等の視点、から伐採は抑制

されていたが，営林署の設置に伴う施業案の編成，検訂事業の進展にしたがって，年伐採量決

定箇所に対する開発が積極化され， 1935年からは官行研伐も行われるようになった。

一方， 1931年までは，当時の木材価格の低迷を反映して，標準伐採率を若干上回ってい

た伐出生産量は，北鮮開拓事業の推進と国有林内の運材施設の整備， 1932年の関税法の改正，

満州国の成立及び軍事特需などが最大の要因となって，その後その生産量は急激に増加した。

しかし，木材需要の増大にもかかわらず営林署の数がすでに 11箇所に減少し，官行研伐によ

る伐出生産には一定の限界を生じていたため，それを克服する手段として，立木処分への依存

が飛躍的に高まったo このような木材需要増加の原因は，満州国成立にともなう建設活動の活

発化にもかかわらず，木材生産が治安悪化によって逆に減少したため， 1932年以後韓国が対

満供給基地に変貌せざるをえなくなったことによる27)。すなわち，鴨緑江材の出材高を安東側

(満州)と新義州側(韓国)とに区分してみれば28) 1924年は各々183万尺〆， 62万尺〆で安

東側の出材量が3倍であったが， 1928年には118万尺〆， 138万尺〆となり， 1930年には安

東側の出材量は59万尺〆で，新義州の 121万尺〆の半分以下におちこんでいる。さらに，

1934年の北鮮製紙によるチョウセンカラマツのパルプ化の成功をきっかけに，当時まで消極

的伐採にとどまっていたチョウセンカラマツ林約200万町歩での木材生産が積極的に取り上げ

られ，以後その生産量は急激に増加した。特にこの北鮮製紙工場は，チョウセンカラマツのパ

ルフ。化以外にも，人絹用パノレフ。の生産を行ったが，これは当時世界経済のプロック化が進むな

か，外貨蓄積を必要とした日本にとって注目すべき成果であった問。

このように新しい林政計画下で推進された本期の国有林経営は，木材価格の低下などによ

る不利な条件を克服する手段として，管理費と事業費の節減をはかるとともに，一方では事業

区と伐区の面積を拡大し，さらには満州国の成立と北鮮開拓事業の推進により伐採量を急激に

増加させた。しかし，一方ではそれにともなう組放な経営によって，保続生産のための経営基

盤の造成はもちろん，植伐の均衡までも維持できない状況を現出させた。

(4) 造林事業の展開

1926年以後の 30年間の造林計画比「朝鮮林政計画」によれば，人工造林による未立木地

の解消とともに，天然更新においても前期よりは保育事業を重視する内容であった。すなわ

ち，その計画は1926年当時の国有林内の未立木地55万町歩中，農耕地処分10万町歩，売却
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及び造林貸付処分40万町歩を除いた5万町歩に対して， 33千町歩の天然更新と 17千町歩の

人工造林を実施することであった。また，補植の対象地については新植地の全面積，ならびに

天然更新地においては営林廠管内の伐採跡地の 7%，本部管内伐採面積の 10%である 36千町

歩が計画され，手入れは人工植栽苗木あるいは天然生育稚樹の育成をはかるため，全ての新・

播植地(新植・播種地)を対象に柴草を刈払うこととされ，補植の年より連年3回，年間 104千

町歩が計画された。さらに，整地は天然下種により針葉樹の成林を容易にするため障害物を除

去する作業で，伐採翌々年に伐採跡地を対象として営林廠管内の 25%，本部管内の 10%であ

る47千町歩の実施が計画された。なお，成林撫育は，新・播植，整地と天然更新により成林

された森林を対象とし，混生雑木の刈払いあるいは密生林分の疎伐を行う作業で，新・播植後

15年目，整地後 10年目，天然更新地は伐採翌々年に， 58千町歩を実施する計画が立てられ

た。

これに対してその実行状況は，表IV-9に示すように， 1926年から 1934年の聞に，伐採

跡地の補・播植(補植・播種)については約 28%(1万町歩)，成林撫育作業についても 51%

表IV-9 国有林における造林計画と実行の比較 (1926-1940年〕 (単位:町歩，%) 

新・播値 補・播植 手入 成林撫有 整 地
年度
計画実行比率 計画実行比率 計画実行比率 計面実行比率 計画 実行 比率

1926 2，000 3，068 153 4，000 331 81 9，000 4，172 46 3，000 1，253 42 3，000 ワ ワ

1927 2，000 5，295 265 4，0∞ 580 15111，000 7，060 64 6，000 2，616 44 5，000 ? ワ

1928 2，000 7，471 374 4，000 29 1112，000 9，389 781 6，000 3，046 511 5，000 ? ワ

1929 2，000 5，896 295 4，000 843 21112，0∞ 14，159 118 6，000 1，121 191 5，000 ? ワ

1930 2，000 7，146 357 4，000 1，788 45112，000 18，996 158 6，000 1，098 181 5，000 ワ ワ

1931 2，000 6，795 340 4，0ω 2，284 57112，000 20，352 170 7，000 943 131 6，000 2，175 36 

1932 2，000 7，742 387 4，000 1，866 47112，0ω 23，379 195 7，000 3，805 541 6，000 ? ワ

1933 1，000 8，367 837 4，000 1，290 32112，000 24，115 201 8，∞o 4，559 57 6，000 1，356 23 

1934 1，000 9，505 951 4，000 973 24112，000 24，472 204 9，000 10，871 121 6，000 800 13 
---ーーーーーーー ーー・ーーー・ーーーーーーー由ーー ----ー・----ーーー.ー-------ー・ーーーーーー ーーーー・.ーー-ーーーーーー ーーーーーーーー 事'帯'ーー ー・・ーーー・.聞・・・ー---ーー・ーー.
計 16，000 61，285 383 36，000 9，984 281104，ωo 146，ω4 140 関，0ω 29，312 51147，000 ワ ワ
白』ーーーーーーーー ーーーー司園甲--ーーーーーー・.-ーーーー ーー岨喧』ーーー ーー---ーーー ーーー・ーーー.-ーーー・ー ーー・ーーーーー ーーー『ー申"ーーーーーーー.ーーー・--
1935 1，750 4，980 285 5，750 5，507 96 ワ つ ? 112，500 19，155 153 3，000 1，232 41 
1936 1，750 4，542 260 5，750 8，076 140 つ ワ ワ 12.50019，004 152 3，000 1，400 47 
ーーーーーーーーーー _.値圏直』ーーーー ーーーーーーー『 司'ーーー.ーーーー・・ーー ーーーー--園陸』 ーーーーーーー『 ーーー『ーーーー ーーーー・.ー・・・ーーーー --曲ーーーーー F司・ーーーー
計 3，500 9，522 272 11，500 13，583 118 ワ ワ ? 125，000 38，159 153 6，000 2，632 44 
ーーーーーーーーー.ーーーーーーーー ーーーーーーーー ーー司'ー， F骨'ーーーーー -ーーーー・ーーーーー.由 ーーーーー.ーー・・ーーーー ーー岨ーーーーー ーーーーーーーー 'ーーー・.
1937 1，750 4，976 284 5，750 10，611 185 ワ ワ ? 121，140 26，730 126 8，960 1，953 22 
1938 10，750 5，466 51121，500 11，592 54 ‘? ワ ? 126.390 29，802 113 8，960 2，126 24 
1939 10，750 7，979 74121，500 11，734 55 ワ ワ ? 126，390 27，581 105 8，960 1，552 17 
1940 13，750 12，933 94125，000 10，306 41 ワ ワ ? 128，390 19，530 691 9，760 1，933 20 
ーーーーーーーーー晶 -ーーーーーーーー ーーーーーーーー ーーーーー -ーーーー晶量ー ーーーー・ーー.ー-_.・・a曲- 'ー・-----ーー幽ー--ー ーーーー--
計 23，250 18，421 79148，750 33，937 70 ワ ? ? 173，920 84，113 114 26，880 5，631 21 

注) 1 1926-1934年の各事業別計画量は「朝鮮林政計画書(1926年， P.17-25)Jより， 1935-1939年のそ
れは「朝鮮の林業(1938年版)Jより作成。なお.1926-1934年の各事業別実行量は「朝鮮の林業(1936

年版.P.70-71)Jより.1935-1939年のそれは「同 0940年12月版.P.45)Jより作成。
2 1931年の整地量は「朝鮮山林会報94(1933. 1. P.34)Jより作成。
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(約29千町歩)が実行されたにすぎない。しかし，未立木地の人工造林は，同期間の計画量

16千町歩を約3.8倍上回る 61千町歩が実施され，また手入れ作業も同期間内に計画量 104千

町歩に対して 140%の約 146千町歩が実行された。前述のように，数百町歩を超える大面積皆

伐施行後の伐採跡地は，ほぽ天然更新に依存しながらも，その一方では未立木地の人工造林と

手入作業が計画を超えて達成されたのである。当時の植民地政策下での一連の制約にもかかわ

らず，未立木地造林が計画を超えて達成された背景として，第1に，国有林における砂防造林

の重視があげられる。すなわち， 1926年に制定された林政計画を推進するためには造林事業

を政策として位置付ける必要があったが，伐採跡地の造林は経費支出の抑制という視点が強

く，未立木地造林のみが重視されたのである。すなわち「伐採跡地ニ対シテハ造林費ノ節約ヲ

図ルハ林業経営上最緊要ノコトナルヲ以テ闇葉樹ノ伐採跡地ハ勿論針葉樹ノ伐採跡地ニ胎テモ

可成天然更新ニ依ルコトトシ人工ヲ加フルハ天然力ノ不足ヲ補フ程度ニ止メムトス今伐採跡地

ノ状況ヲ見ルニ無経費天然生育地其ノ過半ヲ占メ其ノ他ハ整地，成林撫育等若干ノ手入ニヨリ

更新ヲ期シ得/レ」とし，一方「砂防工事ヲ施ササレハ国土保全上ノ害アル京城附近、慶尚北道

慶州其ノ他国有林ノ内禿裸地ー蔦二千町歩ニ対シテハ砂防植栽ヲ行フ」と計画されたのであ

る30)。第2に，経済恐慌によって，低賃金労働者が豊富に存在し，造林労働者が容易に確保で

きたことがあげられる。すなわち， i森林令」の規定にもとづいて i朝鮮総督ハ森林ノ所有

者若ハ占有者，第9篠又ハ第 10僚ノ地元住民ヲシテ共同シテ森林ノ保護又ハ造林ノ事業ニ従

事セシムル為必要ナル命令ヲ発スルコトヲ得J，i朝鮮総督ハ本令ニ規定スル職権ノ一部ヲ地方

長官ニ委任スルコトヲ得J31)る措置がとられ，これにより造林労働力を森林令の規程に伴う出

役によりながら，その大部分を無償で確保できたのである32)。そしてそれ以外については，地

元農民を臨時的に雇用したが，造林労働者の賃金は韓国人伐木労働者の半分にも達しない小額

であった。

しかしその造林事業の推進は，当時の木材景気を反映して極めて組放に行われた33)。すな

わち， 1927年頃の ha当り植栽本数は約2千本であったが， 1934年には植栽面積の増加にも

かかわらず， ha当り約1千本とし、う極端な疎植が行われた。また，造林樹種は1929年を分岐

点として，それ以前においては要存国有林における砂防工事の実施によってアカマツ CPin附

densifiora S. et Z.)，ヤマハンノキ CAlnus hirusuta CSPACH) RUPR.)，ニセアカシア

CRobiniaρseudo-acac必L.)などの植栽が行われたが，それ以後の砂防工事は道所管国有林

(京幾道〕に移管されたために前述樹種の造林が急減し，その代わりに用材林造成が重視され

て，アカマツ，クヌギ CQuercus acutissima CARRUTH.)，チョウセンカラマツ，チョウセンゴ

ヨウ等の樹種が増加した。なお新・播植造林は未立木地，火災跡地を対象として， 1927年か

らはアカマツ，チョウセンカラマツ，広葉樹の 1年生苗木による造林と播種造林が実施された

ことにより叫造林平均単価は漸減する傾向を示している問。

一方， 1926年以後30年間施行予定の「朝鮮林政計画」は1935年に次のような理由により
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改正された36)。すなわち，上記計画の樹立当時には，国有林の面積531万町歩，蓄積55千万

尺〆であったが， 1930年代中噴には，その面積は455万町歩，蓄積は33千万尺〆に減少し，

それ以後の生産可能年数は30年と推定されたこと。それとともに，パルプ生産に対応するた

め，国有林では次のような方針の変換がなされたこと。すなわち，①施業案の編成及び検訂事

業，②造林事業の促進拡充，③優良パルプ原料林の造成，④森林産物利用施設の改善，⑤国有

林野の保護充実が重視されるようなったこと，である。

このような事情により 1935年には，朝鮮林政計画の造林計画を変更し，伐採跡地造林計

画と幼齢林撫育計画が立てられた。これでは，伐採跡地と幼齢造林地に対して，各々約2%で

ある 750町歩と約5%である 1千町歩の新・播植と， 3，250町歩と 2，500町歩の天然生育地補

・播植が計画されており，これの特徴は前の計画に比べ，天然更新の依存が段々高くなったこ

とを示している。これに対する実行は，表IY-9にみるように， 1935年の人工造林面積は前年

の約半分程度にとどまった。これは，当時まで出役，低賃金の前期的な労働力によって行われ

た造林事業が，工業化の推進による賃金の高騰により，その推進には一定の制約がかけられた

からである。したがって，それ以後の造林事業は，以前とは異なった内容の天然更新に変化

し，それの一層の強化が図られた。

一方，国有林の施業案の編成・検訂作業が進んだことにより， トウヒ・モミ類やアカマツ

林の天然更新方法が考究されるようになった。すなわち，営林技師であった若宮敬次郎は，当

時のアカマツ林は途中相で，それを天然に放置すれば，次第に針広混交林を経て，郷土樹種で

ある広葉樹林へと推移するとし，このような森林生態を利用した施業を実施すべきであると主

張した。すなわち韓国の中部の江原道通川郡所在国有林における「アカマツ純群叢は，火災其

の他の人為的影響の加えらざる限りに捨ては，安定な植生と看過し難く，自然アカマツ，ナラ

類の群叢へ推移する傾向を有し……優勢種たるアカマツ及ナラ類の支配等は，何れも長年月に

互るも，極めて旺盛な生長を持続し，百五十年を経過するも尚其の落調を示さないのである。

蓋し此の群叢は，地力の維持改善に有効なる植物区系的構造を有しているからである……経済

上の需要に捨て，アカマツはナラ類の遣に追従を許さざるものであり，……此のアカマツ，ナ

ラ類の群叢に到達する直前の植生を，施業上の目標として永久に之れが群叢の維持に努むるこ

とは最も緊要事J37)であると述べ，鴨緑江と豆満江流域の代表的林分であるトウヒ，モミ類林

とは取扱を異にしなければならないと主張した。そしてこれらに基づき， 1940年から施行さ

れた「寧越事業区施業案J38)等で，この考え方が重視されるようになった。

このように，本期の造林事業は，前期的労働力を利用した未立木地中心の人工造林が計画

をこえて行われたが，一方では依然として自然力に依存する天然更新法が伐採跡地更新の主流

をなし，また過伐による伐採跡地も増加する傾向にあった。しかし，天然更新についての一連

の研究が進んだことにより，以後天然更新の内容に若干の変化がみられたことは注目しなけれ

ばならなし、。
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第3節戦時体制下での国有林経営の展開 (1937-1945)

(1) 社会経済的条件

1930年代から積極的に推進された工業化政策は， 1937年の日華事変の勃発による戦時経

済体制への突入と，それに伴って発布された 1937年9月からの「軍需工業動員法」の適用等に

より一層強化された。これらにより 1932年に農林業が42%，工業が24%を占めていた韓国の

各産業の総生産額は， 1939年には農業が42%，工業が39%となり，また 1936年に約5，700

万円であった土建工事請負額が， 1938年には約1.7億円となって 3倍程度増加した九

このような工業化の推進と土木・建築工事の活性化に当たっては，まず軍需関連部門の産

業が優先的に重視された九なお， 1937年5月には「暴利取締令」が発布され，引続き 1937年

10月に「木材の輸出入臨時措置法」が発布され，製材品等に限って輪出許可制が取られた。こ

のような一連の動きは i戦時経済の効果的遂行の為に物資の配給統制J3)を一層強化する必要

によるものであり，また 1938年の京城のカラマツの木材価格が， 1937年の約1.5倍に急激に

上昇したこと等に対応したものでもあった。

一方， 1938年8月から官行研伐材(丸太及び製材品)を軍需，官需，生産拡充用として低

価格で処分する方針をとりベ引き続き， 1939年5月に公定価格決定までの暫定措置として価

格凍結を告示したが，翌6月に4つの市場(京城，新義列、1，城津，会寧〉における圏内産木材

の公定価格を決定した九さらに，日華事変の長期化，国際情勢の悪化などを背景とした米材

の輸入禁止，南洋材の輸入制限などにより，木材需給が一層困難となったため， 1940年 11月

には i林産物を原料とする工場，設備等に関する件」引を公布し，木材，生松脂，アベマキ皮

などを原料とする工場の新設，拡張，譲受，借受を許可制とした。

ひきつづき， 1941年からの第 2次世界大戦の勃発により， 1943年の木材需要量は事変前

の約1.7倍程度まで増加する等木材需給はさらに深刻化したが， 1942年の用材供給量はその

需要量の 55%に過ぎない状況であった九このため， 1942年に木材生産の拡充，木材の優先

順位による配分，低価格の維持を目的剖とする「木材統制令J9)，同「施行規則J10)が発布され

た。

その後，戦局悪化を反映して， 1943年 7月に木材統制一元化のための機構単純化が実施

され i木材統制運営要綱Jll)の改正に基づき木材集荷，配給機構は朝鮮木材株式会社を中心

に再編成されるtこいたるのである。この朝鮮木材株式会社は， 1942年2月に木材統制機関と

して設立され，その資本金は1千万円(20万株)で，大株主として東洋拓殖が 13，200株を，新

義州合同製材樹，威輿合同木材掛，朝鮮合同木材側，三井物産制が各々 1万株ずつを所有し

た凶。また，このような木材統制を実現するため，国有林経営は以前よりも I層伐出生産に重

点を置いた形で展開した。
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(2 ) 管理組織の展開

国有林は，戦時体制への突入による木材需要の増加により，まず1937年に2個の営林署

を増設した。引続き， 1940年4月の営林機関の統ーによる道所管要存予定林野の営林署移管

に伴い， 1942年 11月には再び林政機構の簡素化を図り，国有林野532万町歩のうち 428万町

歩については営林署に保護機関を配備し，それ以外に対しては道で保護に当たらせた13)。さら

に， 1942年 12月には従前の農林局下の林政・林業両課を鉱工局林産課に統合した。これらに

より，林産課は木材生産(主として国有林関係町木材生産部分を担当)，木材統制，特殊林産，

造林(元林政課の民有林造林係と国有林造林係を合併したもので，実質的内容は砂防，種苗及

国有林造林関係の業務を担当)，総務，管理の6係となったが，業務の少なくない部分を道に

移管したため，従前より職員は相当数減少した。すなわち i林業行政の簡素強力化を図り以

て林産物の飛躍的な増産を期J14)すための措置であったのである。それらにより i森林令施

行規則」等も改正され15L道知事の権限がかなり強化された。

(3 ) 伐出事業の展開

本期における国有林の伐出事業は，軍需用材とパルプ材生産を中心に拡大された。これ

は，朝鮮産業経済調査委員会の要請に基づいて，森林の利用増進，工業原料農林産物の増進

(木材パルプ資材を増殖すること，軍需工業用材の増殖を図ること)が，ノ勺レフ。産業，地下資

源開発等の急激な発展に伴って重視されたことによっている川が，これらにより，前述した

ように(表IV-6参照)， 1938年の伐出生産量は標準伐採量 158.5%，1939年には同じく

158.7%， 1940年には同じく 164.3%と過伐された。それを地域別にみれば17)， 1935年からは

旧営林廠所管国有林以外の大同江上流と江原道国有林でも官行研伐が行われたが，その生産量

の約80%以上は鴨緑江流域国有林における針葉樹林であった。

一方， 1937年に造林事業，木材加工事業を推進するために設立された朝鮮林業開発株式

会社は，貸付を受けた国有林内で 1938年から木炭(工業用，軍用，ガソリン代用)生産を行っ

たが，国有林でも広葉樹の集約的利用の見地から， 1935年の江原道麟蹄郡内面広院里に京城

営林署広院里製材所を設置して，年間約3千m3の製材を始め円また 1941年からは官営を

主として黒炭の製造に着手し，その後も引続き製炭事業を実施した19)。

また， 1939年までの森林土木施設状況は，表IV-7にみたように，林道，車道が610

km，森林鉄道 110km，森林軌道624km，筏流水路2，410km等にのぼり，このような搬出

施設の整備が木材生産の拡大を可能にした。すなわち，軍用用材を中心とする戦時増伐実情の

もとで， 1939年に「朝鮮国有林施業案規程」を制定し，皆伐喬林作業級，前更喬林作業級，択

伐喬林作業級などの採用を内容とする施業案の編成替えが行われたが20) 伸展した搬出施設

は，こうした木材輸送量の拡大を可能とする役割を担ったのである。そしてそれは，一方では

天然更新補助事業に変化をもたらす技術的条件ともなった。すなわち，当時までは交通網が不

備で，植栽木の山元への運搬や労働力の投入が困難であったこと等を主な理由として，造林費
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の投資抑制等が行われていたが，北鮮開拓事業の進展に伴う運材搬出路の整備は，施業案調査

の進展等とともに，更新作業の集約化をすすめる条件をつくりだしたのである。

一方， 1942年の木材統制令では， I国有林野における原木生産部門たる伐採事業は，一半

は官直営をもって実行し，一半は諸種の事情により，これを民間事業に委し実行せしめつつあ

るが，民間業者の伐採業者にありては営利を主として作業技術もまた幼稚なるため，林木の集

約的利用並びに跡地更新の完全を期し難く，運材施設の如き資力の関係上恒久的施設に乏し

く，事業実行についても業者聞に連絡統制を欠き人夫及び役牛等の争奪をなし，資材及び労力

を消費し，いたずらに木材の生産原価を高騰せしむる等，不合理，不経済の点多j21)なること

を指摘し，以後，国有林材の生産計画は鉱工局本部で樹立することとし，国有林立木払下げ材

の生産，出荷については国有林原木生産組合の統制により行われることとなった。そして，国

有林の伐出産量についても，以前とは異なって，木材需要量から木材輸入可能量を差ヲj¥，、た量

を伐採することとなり，これによって 1943年の用材生産目標は，前年比2割増の 1，200万石

と計画された。さらに同年8月からは，木材増産運動が開始され，国有林，民有林ともに3割

増の超過伐採が指示された2九また， 1944年の国有林の用材生産計画量は， 814万石であった

が，同年1/4半期の実行量は，計画量226万石に対して約240%超過の 540万石となり，特に

官行研伐は約300%の過伐となった23)。

なお，伐採労働力についてみれば，伐採事業の拡大により不足する状況となった。このた

め， 1942年には「朝鮮ニ斡ケル木材充実対策J24)が樹立され，林内植民制度の推進が計画され

た。それに加えて， 1943年には伐採労働力の確保のため，地元住民による奉仕作業を強制し，

引続き 1944年には「木材増産確保対策J2S)が樹立され，木材生産必需物資を重要産業に準じて

増配すること，労務調整の合理化を図ること，役牛の確保統制を図ること，さらに「国有林立

木払下に当り支障なき限り毎木調査を省略し処分迅速を期す」すること等の方策が講じられた。

なお， 1944年には「朝鮮木材生産責任制要綱J26)が制定され， I保安林，寺刺有林，公有林たる

を聞はす底力ある全森林を動員して負荷せられたる責任生産量を確保J27)するため，国有林の

伐採事業は，戦局悪化に伴って夏冬関係なく一年中続けられた。このように，この時期は極め

て乱伐的に森林が取扱われ，国有林は極度に荒廃が進んだ。

(4) 造林事業の展開

1935年からは，伐採跡地および幼齢林の保育計画が樹立・推進されたが，増加する木材

需要に積極的に対応し，収穫の保続，増加を図るため，それまで放置されてきた64.5万町歩

の未立木地及び散生地中， 60万町歩に対して 1938年以後20年間造林経費2，700万円をかけ

て積極的に造林事業を実施する計画が立てられた28)。これに基づいて， 1938年の造林経費は

約156万円にあがっていた。

本期の造林事業は大きく分けて，伐採跡地の更新，幼齢林の保育，未立木地及び散生地の

造林の三つを柱とするものであった。すなわち，その内容は，伐採跡地の更新はなるべく天然
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更新による方針であり，人工造林はやむを得ない場合に限る。また，幼齢林の保育は，当時伐

採された林分の収穫が終わった後に伐採すべき1， 11齢級林分に対して補・播植の実施，整

地，成林撫育作業を積極的に実施する，未立木地及び散生地については用材林，パルフ。原料林

をつくる， とするものであった。これに対する造林実行量は，前出の表IV-10に示すように，

漸増の傾向をみせているが， 1936年当時の国有林での年間要造林量が約8万町歩に計算され

ていた29)これをみれば，これは当時実行すべき造林量の一部分にとどまっていたのである。

このように，前期と同様天然更新をとりつつも未立木地造林とともに，伐採跡地の補植が

重視された理由は，それまで植栽木の運搬や労働力投入の困難さなどから，造林費抑制のため

に採用されていた天然更新が極めて組放であり，したがって当時の木材生産拡大の要請等を背

景として，長期的な観点から造林対策を講じる必要があったこと。また施業案の編成・検訂作

業の進展に伴い，徐々に更新方法が検討されたこと。あわせて，伐出生産の拡大に伴って膨大

な伐採跡地の更新が憂慮すべき事態に至ったことなどがあげられる。

一方， 1939年に「朝鮮国有林施業案規程J30)が制定された。これを 1919年の「朝鮮総督府

仮施業編成規程」と比べると，次のようなことが重視された。第1に，施業の照査と沿革史の

記載は毎年行うこと，第2に，森林の成立は造林の方法，生育及び被害の状況，他の林分の沿

革の概要に付き調査すること，また第3に，作業級のなかで伐採列区を設定すること，などで

ある。なお，経営方針として収穫の保続，国土保安と公益的機能の維持のほか，収益の増加が

重視されたのである。これをきっかけに，国有林の天然更新方法に対する見直しが行われた。

すなわち，国有林の官行祈伐作業が進んだことにより， 1910年代後半にはチョウセンカラマ

ツ林の更新について， 1930年代にはトウヒ・モミ類，アカマツ林と広葉樹林に対する更新法

が検討され，国有林の造林事業の方針は，基本的には天然更新に依存しながらも，以前とは異

なり，人工補助造林が重視されるようになったことである。

その内容を要約すれば31-33) 国有林の主要針葉樹林は，その稚樹の前生が容易であり，

またこれを利用することにより，安全確実に天然、更新の目的を達成し得るとともに，これらの

森林の取扱い方式は前更作業または択伐作業を最も適当とすべきであること。しかし，その実

際の取扱い方法については，概括的には前更作業により，また局所的には択伐作業法によるの

が適当であるということ。したがって，実際の施業においては，森林火災を防ぐと共に，森林

の実情を踏まえた取り扱いを考究することが必要であること。また，国有林における主要な広

葉樹林は，その二，三を除けば，天然更新により恒続が可能であるが，伐採方法によっては林

相の破壊を導き，次期の森林を期待することが困難な場合が少なくない。すなわち，このよう

な森林は常に環境因子の支配を受け改善され，または悪変しやすい。したがって，天然更新に

より優良な二次林を形成させるためには，常に森林の実態を究めその実情を把握し，これに適

応する取り扱いを考究することが重要である。しかし，天然更新法は，単なる伐採利用により

直ちに優良な森林の更新が期待できるものではなく、そのためには林地林木の特質を考慮する
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天然更新にその基調を求め，局所的に人工的手段を併用することにより，初めて完全に遂行さ

れるのであることを述べたものであった。

一方，当時まで豊富な前期的労働力を利用して実行されてきた未立木地造林は，労働力の

需給が困難となるにしたがい，国家が特定資本と結合して，それを推進したことに大きな特徴

がある。すなわち， 1937年に民間資本による朝鮮林業開発株式会社が設立され， 50万町歩の

造林貸付処分を通じて造林事業が段階的に推進された。引続き，増加しつつある一般用材や鉱

業用材を充当するため， 1943年には以降 10年計画で30万町歩の部分林を設定する計画を打

ち出し，その対象を造林事業の経験ある経営機関や鉱業会社に限るとともに，総督府はそれら

に対して，かなり有利な条件を提示した34)。なお，部分林設定の対象地は，林業経営上最も有

利であると認められる地域であり，また当時の状、況から急速に造林しなければならない箇所を

設定した。

一方，戦時体制が長期間にわたって続いたことにより，国有林での造林事業の継続的な推

進は困難となっていった。すなわち， 1943年の国有林の造林計画は，当年伐採跡地のうち要

造林面積42，000町歩の新植，補植，撫育，整地を，また未立木地，散生地の造林計画は

33，100町歩に新植，補植，撫育を，そして第1， 11齢級の幼齢林は27，400町歩の成林撫育を

なし，合計 102，500町歩の造林計画を実施しようとするものであったが，その実績は全体とし

て46%の46，754町歩にとどまった35)。なお，当時の人件費の上昇と財政の悪化などを考慮す

れば，国有林の造林事業はきわめて不振であったと推察される。
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第4節小括

43 

戦前期の韓国の国有林経営の経営収支状況はト3) 全体的に黒字となっていた。特に，第

1次世界大戦の後には約70%の収益率をあげ，また満州国が成立した 1932年頃には約50%.

さらに1939年頃には約120%の収益率となっていた。一方，国有林の造林費については汽時

代によって若干の差はあるが，いずれの時期においても少額であり，造林費の総支出に占める

割合は，ほぼすべての年度において 2%を下回っていた。これは朝鮮林政計画における国有林

の収支見込5)と比べれば，収益率(1926年以降30年間の年平均30.1%)においても造林費(同

年平均4.9%)支出においても大きな隔りがあるといえる。

このように戦前期の韓国の国有林経営は， 日本の植民地政策下で，基本的には森林資源の

収奪的利用の性格と構造をもっていたといえる。すなわち，韓国の国有林は今世紀初めに日本

政府による土地所有の近代化施策に基づき，植民地政策遂行のための物質的基礎として成立し

た。そして，経営方針は純収穫最大主義をとり，またその経営の過程では国有林の安定的な財

政収入を確保するため，森林開発をすすめる大企業，軍需産業などに，木材割引制度等の導入

を通じて大きな特典を与えた。

一方，林木の伐採は統監府営林廠時代から 1910年代の中頃までは主に良木のみの抜き切

りが行われたが，第 1次世界大戦の影響による鉱業，パルプ産業資本等の進出と，それに伴う

木材需要の増加に伴って， 1910年代の後半に比作業法は漸伐，皆伐作業の両方の性格をも

っ全伐作業へと推移し，さらに， 1930年代の後半には漸伐作業，皆伐作業などを採用したが，

その内容はし、ずれも，伐区面積の大部分が数 10haから 100haを越える大面積の皆伐作業で



44 北海道大学農学部演習林研究報告第47巻第1号

あった。

また， 1930 年代の後半には，標準伐採量の 150~200%の伐採が行われたが，木材搬出を

主に水運に依存したため，不良木，広葉樹及び小径木は収穫から除外された。すなわち，一定

の収入を確保しなければならなかったため，全般的に良質大径木の収穫に偏った大面積皆伐作

業の性格を色濃くしていたのである。このように伐出事業は，利潤と差額地代の獲得をめざし

て強行され，また北鮮製紙などのパルプ。産業等の木材関連大企業に木材を安価に処分する体制

をとって，国有林経営による収益の安定的保障を図っていた。それとともに，立木売却にとも

なう未立木地は，造林貸付により処分されたが，それは国有林の利益を図りつつ造林を推進す

るための一手段となっていた。

一方，伐採跡地の更新は， 1910年以降，自然的経済的理由から天然更新によることが得

策という方針が取られ，若干の変化はあるものの， 1945年までの更新作業は，その大部分が

天然更新法によって行われた。すなわち， 1919年に「朝鮮に珍ける新施設」が発表され，それ

に基づいて未立木地造林，捻木備林の造林とともに伐採跡地の人工造林も行われたが，その実

績はわずか約2千haの水準にとどまっていた。また， 1926年の林政統ーをきっかけに，不良

木の整理などのために整理期を設定して林相改良を行い，それに加えて未立木地の造林，天然

林保育事業を行う計画が立てられたが，当時における木材景気の沈滞，とりわけ木材価格の低

下と木材需要の低迷等のため，その実行は不振な実績にとどまっている。このような一連の状

況を反映して， 1935年からは新しい計画下で，未立木地の造林，伐採跡地の更新とともに，

幼齢林保育事業の推進が図られ，また天然更新法にも以前とは若干異なり人工補助造林が実施

されるようになったが，戦時体制への突入により，その事業の推進も不振なままに終わってい

る。

一方，本期における伐出技術は，河川，道路，鉄道等と結合した搬出手段の機械化，すな

わち人力，畜力から軌道，鉄道， トラック等の運材手段の整備が進んだが，一方造林技術は，

放棄的性格を色濃くした天然更新法が中心となっていた。このように，国有林はパルプ，鉱業

資本などの進出による木材需要の拡大，経済不況と木材景気の低迷，満州国の成立に伴う木材

需要の増大，軍事特需，戦時体制という一連の過程を辿るなかで，全般的に収穫量の増加を目

指した伐出作業を先行させ，伐採跡地の更新については，程度の差はあったとはし、え，依然と

して自然力に依存する天然更新法を主流としていたのである。

以上，戦前期の国有林経営は，植民地政策の遂行の財源確保という国有林側の論理と，そ

れに結合して利権を獲得しようとする産業資本との利害が常に共存し，これらのことから森林

資源の収奪的経営の性格を色濃く持っていたというのが実態であった。
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第5章第2次世界大戦以後の固有林経営の展開

第1節 6・25戦争と戦後経済再建期 (1945-1961)

(1) 社会経済的条件

45 

この期を規定する主な特徴としては，南北分断， 6・25戦争による全国土の荒廃化及び経

済的脆弱性があげられる。すなわち， 1945年の第2次世界大戦の終戦とともに南北分断によ

り，当時まで北韓地方から供給されていた電気，石炭等が供給中断され，それらによって薪炭

などの林産燃料が急増した。また1950年からの6・25戦争により，全国産業施設の95%以上

が破壊され1) 以後荒廃化した経済の再建のため用材需要が急増した。しかし，すでに圏内の

森林資源は枯渇状態にあり，そのため木材需給は逼迫し，乱伐による森林の荒廃が一層急速に

進行した。一方，圏内木材需要量は， 1950年の約20.2万m3から，1960年には94.9万m3と

2倍以上に増加した。それを供給側面からみれば，1950年の圏内材の供給は20万m3で99%

を占めたが， 1960年には45.3万m3で47.7%となり，外材の供給が伸びている。このよう

に，外国の援助による戦後生産施設の復旧，経済再建とともに，破壊された家屋の修理などに

より木材需要が急増し，一方各産業別GNP構成比は1954年に第1次産業が47.3%，第2次

産業が10.2%を占めていたが， 1960年には各々36.9%，15.7%になった。

(2 ) 管理組織の展開

1945年8月に第2次世界大戦がおわり，同年9月に米軍政庁により農務部山林局下に庶

務，林産，造林，監理の4課が設置されたが， 1948年の大韓民国政府の樹立により，農林部

山林局が設置され，局下に林政，林産，造林の3課がおかれた。一方，要存国有林を管理，経

営するための営林署が， 1945年11月に米軍政庁直轄で春川，江陵の2箇所に設置されたが，

1950年2月の「営林官署設置法」などに基づいて， 1951年に，これらは農林部傘下におかれ，

ソウル，江陵営林署と改称された。さらに1952年には， ソウル営林署管内の 15箇所と江陵営

林署管内の 14箇所の管理所及び3個作業所の名称，位置，管轄区域が確定され，また1956年

には6個管理所が増設された。なお， 1953年からはソウル，江陵両営林署管内の林相良好な

地域に限り， 6・25戦争により中断されていた官行研伐事業が再開され，また1954年からは

同事業の独立採算制がとられた九
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次に，国有林の面積，蓄積の変化3)をみれば.1943年にはその面積約530万町歩，蓄積

1.05億m3で.ha当りの平均蓄積は19.8m3であったが，南北両断によりその面積，蓄積は，

1952年には各々，約124万町歩. 1.6千万m3に減少し.ha当り平均蓄積も 12.9m3に減少

した。しかし.1960年には各々約142万町歩.2.3千万m3となり.ha当りの平均蓄積は

16.2 m3となった。そのうち要存国有林は，各々約91万町歩. 1.8千万m3で.haあたり平

均蓄積は19.8m3であった。すなわち.1960年の国有林の面積と蓄積は1940年に比べ各々約

27%.約22%と大幅に減少した。一方.1945年から 1961年に至るまでの本期には1945年以

前の諸法令などがそのまま適用されていたが.1961年 12月27日「山林法」が制定され，また

帰属林野の存廃区分調査と国有林野実態調査等が実施されるに及んで，国有林の経営は新しい

段階へと向かうことになった。

(3 ) 伐出事業の展開

1940年噴には. i鴨緑江，豆満江，大同江流域及び太白山系の一部に所在の国有林に五十

七箇所の作業場を設置し官行研伐事業を実施し林産物処分」叫が行われたが，第2次大戦の終

了による国土の南北分断により.1945年以後5)にはその内の江原道譲陽郡西面村里作業場，

江原道洪川郡内面広院作業場，江原道三捗郡遠徳面桐谷里作業場，江原道蔚珍郡西面三斥里作

業場で製炭，製材，原木生産等が行われた。たが.1950年からの6・25戦争により施設のほ

ぼ全部が破壊，消失したため，比較的森林蓄積が豊富であった江原道三捗郡遠徳面桐谷里作業

場だけを対象とし，軌道，貯木場を修理・復旧して事業が再開された。一方， ソウル営林署管

内の全羅北道茂朱郡徳裕山所在の国有林で原木生産，間伐材の生産，広葉樹枕木等が生産さ

れ，その生産された木材は湖山貯木場で年間数回に分けて競争入札により売却された。しか

し，上記の両事業とも予算関係と林地事情により 1958年以後中断された。この官行研伐事業

による生産材はほぼすべてがアカマツに限られていたへなお，立木処分の実績は7). 1954年

の約148千m3から 1961年には約12.6千m3と急激に減少した。それを用途別にみれば，

1954年には一般用材が約118.5千m3で80%を占めていたが.1961年は約2.5千m3に減少

し，その比率も 20%にとどまっている。このような急速な生産量の低下は，社会秩序が徐々

に回復するにともない，外国からの木材輸入が増加したこと，に起因しているといえよう。し

かし，当時の社会の混乱状況に照らしてみるとき，実際の伐採量は統計の数倍以上にのぼった

ことが推測されているへそれとともに.1961年には「林産物団束に関する法律」が制定され，

当時まで盛んに行われた不正林産物の強力な取締りが行われ，その結果，立木処分の伐採量は

以後急激な減少傾向を示している。

(4) 造林事業の展開

戦前期における無統制な伐出事業の重視と.6・25戦争の被害等が重なって.1951年当時

には要存国有林面積約78万町歩中，要造林面積は9.2%の7.2万町歩にのぼっていた。この

ため1952年に，それを対象として用材林造成を目的とする国有林野用材林5カ年計画が樹立
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された。しかし， 6・25戦争と，これに引き続く経済不安定及び造林事業費の絶対不足などの

要因が重なって， 1952年から 1956年までの造林は，計画量7.1万町歩に対してその実行量は

17.3%の12，326町歩にとどまった9)。

1953年には6・25戦争が終まり，また1954年には帰属林野の固有化措置及び修復地区内

森林の国有林への編入があり，これに伴って，国有林全体の現状を把握する必要にせまられ，

1956年に国有林の林相把握のための現況調査が実施された。その結果要存固有林の総面積は

719，500町歩であり，そのうち要造林地面積は255，114町歩で， 1951年の要造林地面積72千

町歩の約3.5倍に及んでいたことが判明したlへその内訳は，要人工造林地138，715町歩(そ

のうち，要緊急造林地は83，556町歩)，天然造林可能地116，293町歩，要砂防地106町歩で

あった。したがって，要人工造林地で緊急に造林すべき 83，556町歩のうち，まず2万町歩に

ついて 1957年から 1961年の5年にかけて人工造林を推進する計画が樹立された。

この計画に対して，その実行面積は14，601町歩で計画比73%が，また植栽本数は約

3，740万本で1町歩当り平均2，500本程度が植栽された。なお植栽樹種は， 1948年から 1961

年までの総植栽本数約8千万本のうち，チョウセンゴヨウが2，261万本(32.3%¥ カラマツが

約2，150万本 (30.7%)，アカマツが1，464万本 (20.9%)等の実績となっている。

このように本期の造林事業は，既荒廃地等の解消のため未立木地造林が行われたが，その

実績は極めて不振な成績にとどまっている。

引用文献

1)朴病鋪:韓国貿易論一輸出成長の要因と効果一， p.24，経文社， 1982. 
2)山林庁:山林行政沿革， p. 163， 1979. 
3)崖圭錬:韓国の固有林経営に関する研究，韓林誌No.20，p.17-18， 1973. 
4)朝鮮総督府農林局:朝鮮の林業， p. 53， 1940. 
5)池鏑夏:韓国林政史， p.386，明秀社， 1964. 
6)向上， p. 393-394. 
7)韓国林政研究会 治山緑化30年史， p.339，山林庁， 1975. 
8)前掲 5)，p.386. 
9)前掲 5)，p.322. 
10)前掲7)， p.334. 

第2節経済開発期 (1962-1972)

(1) 社会経済的条件

1960年代初頭までの韓国経済は， 6・25戦争以後の生産施設の破壊，過剰人口及び資源不

足のため，主に米国の援助に依存していた。しかし， 1962年には経済開発5カ年計画が樹立

され，以後その推進が図られるようになった。その計画の目標と展開を概略すれば，第1次計
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画(1962-1966)では，社会経済的悪循環の是正，自立経済の基盤構築が目標とされ，工業開発

戦略として基礎産業の整備と社会間接資本(建設，電力・ガス・水道，交通，倉庫，通信業な

ど〉の整備があげられ，特に国際収支の改善の必要から輸入代替産業の計画的な開発が重視さ

れた九その中に林業に関しては，木材需給の基本方向として，圏内の木材と薪材の供給を森

林蓄積年生長量の 15%以内とすること，生産は圏内の緊急産業の用材に限ること，原木の利

用度の向上と消費節約，代替産業の発展の模索および外材導入の積極的な推進等があげられ

た。

しかし，工業化の進展と木材需要の増大に伴い， 1960年代後半に木材の自由供給制が採

択され，また1969年には， 2010年までに木材自給率122%を実現させる木材需給の長期計画

が樹立された。しかし，この計画は当時の韓国の現実から考えれば，かなり遊離した計画で、

あったため， 1973年から短期計画に転換された九

一方， 1967年からの第2次経済開発計画では，産業構造の近代化，自立経済確立の促進

を目標とし，その政策課題として食糧自給と森林緑化，水資源の開発，輸入代替産業の促進な

どによる国際収支の改善，工業高度化のための基盤造成，対外指向的工業化などがあげられ

た九このような政策の変化が，その後の高度経済成長の原因である5)といわれているが，そ

の基本的な要因としては，低賃金に基づいた急激な労働生産性の向上があげられているヘ

このような輸出主導型戦略への転換により，木材関連産業では合板産業が飛躍的に発展し

た。すなわち，圏内木材需要量は1963年の67.8万m3から，第2次経済開発計画が始まった

1967年には132.4万m3と195%増加し，また第3次経済開発計画が始まった1972年には約

338%増加の229.3万m3に至っている。そのうち輸出用木材の需要量についてみれば，1963 

年の21.8万m3から 1967年には457%増加の99.6万m3となり，さらに1972年には約14倍

増加の305.5万m3に至っており 7) 圏内需要用木材よりは輸出用木材が急速に増加したこと

を示している。

このように本期で比第 1次および第2次経済開発5カ年計画が推進され，それぞれの時

期に各々8.5%(計画7.1%)，9.7% (計画7.0%)の経済成長率を示している。なお，これら

により GNPの部門別構成比は， 1962年には第1次産業が43.3%，第2次産業が11.1%を占

めていたが， 1967年には各々37.5%，15.1%に，さらに1972年には各々26.9%，19.8%と変

化した。一方，就業人口の構成をみれば， 1963年には総就業人口 766万人中，第 1次産業が

63.1% (483万人)，第2次産業が8.7%(66.7万人)であったが， 1967年には871.7万人中，

各々 55.2%(481.1万人)， 12.8% (111.5万人)となり，さらに1972年には1，055.9万人中，

各々 50.6%(534.6万人)， 14.2% (149.9万人)となって，農業などの就業人口が減少傾向を

みせている。しかし，そうしたなかでも一次産業の従事者比率は，全就業人口の50%以上を

占め，それらが他産業への労働力の供給源となっており，工業等の発展による労働力需給はそ

れほど問題とはならない状態であった。
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( 2 ) 管E艶E織の展開と経営規程の制定

1961年 12月に「山林法」が発布され森林保護政策が強化された。すなわち， 1962年に，当

時まで、造林課内のー係にすぎなかった保護係を，課に昇格させる一方，種苗の生産管理の徹底

を図るため種苗係が新設された。ひきつづき， 1967年には，経済発展に伴う木材増加などを

背景として r山林の保護，資源の増殖及び山林経営の研究・改善に関する事務を管掌J8)する
ため，農林部の外庁として山林庁が設立された。

要存国有林経営について，これを直接担当する営林署と管理所の変化についてみれば次の

とおりであるヘ国有林管理経営の効率化と保護取締りの徹底を図るため， 1967年に既存のソ

ウル営林署，江陵営林署に加えて安東営林署が新設された。それと共に，作業所が廃止され，

その代わりに官行研伐事業所と養苗事業所が新設された。しかし， 1969年には従来の 39箇所

の管理所が 11箇所に縮小されるとともに，官行祈伐事業所と養苗事業所，および営林署の経

営課も廃止され，営林署の管理機構は庶務と事業の両課に再編された。また，同年に管理所下

で事業区単位に，保護区46箇所が新設された。そして， 1972年には，従来のソウル，江陵，

安東営林署が各々中部，東部，南部営林署と改称された。

一方， 1965年 12月に「国有林野管理特別会計法」叫が制定された。この会計法成立の背景

を当時の財政状況からみれば次のようである 11)。すなわち，政府は1962年に樹立された第 1

次経済開発計画の実施に際し，直ちに資金調達問題に直面することになったが，計画では，総

投資額3，214.5億ウォンのうち，内資によって 2，326億ウォン (72.4%)，外資によって 888.5

億ウォン (27.6%)を調達する予定であった。しかし，内資，外資ともに予想どおり調達でき

ず，また計画を上回る輸入の急、増によって，国際収支も一層悪化していたため，この計画の手

直しを迫られることになり， 1964-1966年の修正計画において，総投資額は1，658億ウォンに

縮小された。このような背景のもとで国有林野管理特別会計法が制定されたが，それは一般会

計からの予算獲得の不振を，自己資金で遂行するよう，いわゆる自給策として成立したものと

いえよう。

引続き 1969年に「営林署所管国有林経営規程」叫が制定された。これは，経営の基本方針

として， r1.流域別に造林，生産，加工等林業が一貫性を持ち発展するよう林業団地を造成す

る， 2.適地適樹原則により団地別集団造林によって山林資源を造成する， 3.伐採跡地と未立木

地に対する造林，林相の改良，林分の撫育により山林資源の培養及び山林生産力の増大を期す

る， 4.林道網の整備，林業機械化等で生産施設を拡充して林地の開発と林産物の集約利用を図

る， 5.林産物の保続的供給で関連産業の発展を図り林業所得の向上を期する， 6.防火線等保護

施設を拡充して山林資源の効率的な保護管理を期する， 7.保安林，公園等各種施業制限林はそ

の指定目的達成に適合するよう施業する， 8.農山村の経済助長のため必要な施業を実施する，

9.林産物の供給搬出事業等その他事項に関しては国有林以外の山林経営と調整して国有林を経

営する」と規定され，また施業仕組に関しては「施業団は施業方法の標準化を図り経営の合理
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化に資するために経営計画区内において施業上類似の取扱いをなすべき林分を合して設けるも

のとする。……J，さらに， r①標準伐採量は，経営計画の期間中における林木生長量を基準と

して定める，②山林庁長が，国有林経営上必要であると認める時には前項にもかかわらず標準

伐採量を別に定めることができる，③地種別施業団別及び事業区別の伐採量は山林の現況，事

業着手の順位，搬出施設，地元産業，労務関係等を考慮し，地種別施業団別又は事業区別に割

り振って定める」とし，また「①標準更新面積は標準伐採量に見合う伐採面積を下らないよう

に定めるものとする，……」と規定され，日本の 1958年の国有林経営規程13)と近似したもの

となっている。なお，大金永治は日本の 1958年「規程」について「これは皆伐作業を基調とし

て生産力の向上を図り，林木の収穫量の最大を目的として経営することが方針となっており，

法正林思想を完全に否定するとともに，施業法そのものまで排除した規定となっている」凶と

しているが，韓国の 1969年「経営規程」も性格的には同様のものであったということができよ

う。

最後に， 1971年末における国有林の森林の概況についてふれておくと円その面積は約

129.8万ha(立木地約106.9万ha，無立木地約18.5万ha，未調査地約4.4万ha)，その蓄積

は約3，645万m3 (針葉樹林約1，027万mt広葉樹林約1，863万mR混交林755万mt竹林

3万m3) で， ha当り平均蓄積は約28m3となっている。なお，営林署所管国有林の営林署別

の平均蓄積は，中部営林署が42.6m3，東部営林署が41.1m3，南部営林署が40.3m3と固有

林全体の平均蓄積を上回っている。また，国有林の齢級別の面積，蓄積の比率をみれば 1

-III齢級は面積83.7%，蓄積64.7%，IV-V齢級は各々15.0%，31.6%， VI齢級以上は各々

1.3%， 3.7%となっており， III齢級以下の若齢林が極端に多い状況となっている。

(3) 伐出事業の展開

固有林の伐出事業が経営計画に基づいて実施されたのは， 1961年の「山林法」の規定に基

づき各事業区別に経営計画書が編成された1968年以降のことである。すなわち，それ以前の

国有林での伐出事業は，単なる事業指示により実行されていたのである。

一方，国有林の伐出事業は官行研伐と立木処分の二つの方法で行われたが，まず官行研伐

の事業量の推移をみれば，表V-1にみるように， 1962年から 1972年に至る 10年間の実行量

は322，042m3で，計画量350，115m3に対して約92%の実行となっている。なお， 1966年か

らは広葉樹の伐採が本格的に始まり，これにより 1966年には， 1965年の伐採量8千m3の約

4倍増の33，131m3を，また1967年には約9倍の70，878m3を生産したが，以後漸減して，

1972年には26，577m3まで減少した。この減少の原因について「蛙善事業区第5次営林計画説

明書J16)は，第1次施業期に大団地造林区域を設定し，林種転換を図るため集団的に皆伐し，

造林したが，それにより森林生態系が破壊される危険が生じたこと，また，事後管理の不実行

等により，造林木が広葉樹萌芽に被圧され，枯損する等の問題点が生じたこと，それらが

1968年の既往造林地実態調査から明らかになったこと，を減伐の一因としてあげている。
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表V-l 官行研伐事業の実績の推移(1962-1972年〕 (単位:m3， %) 

言十 画 実 行 実 行 率
年度
針葉樹 広葉樹 計 針葉樹 広葉樹 計 針葉樹 広葉樹 計

1962 5，500 5，500 5.500 5，500 100.0 100.0 

1963 4，000 4，000 4.365 4，365 109.1 109.1 

1964 10，000 10，000 10，210 10，120 102.1 102.1 

1965 8，000 8，000 8，008 8，008 100.1 100.1 

1966 22，327 10，345 32，672 19，707 13，424 33，131 88.3 190.5 101.4 

1967 25，635 47，145 72，780 25.825 45，053 70，878 100.7 95.6 97.4 

1968 50，618 12，667 63，285 50，772 12，096 62，868 100.3 95.5 99.3 

1969 37，300 4，550 41，850 44.681 1，255 45，936 119.8 27.6 109.8 

1970 36，095 7，933 44，028 28，684 6，128 34，812 79.5 77.2 79.1 

1971 18.000 12，000 30，000 16，364 3，393 19.757 90.9 28.3 65.9 

1972 20，000 18，000 38，000 16，439 10，138 26，577 82.2 56.3 69.9 

言十 237，475 112，640 350，115 230，555 91，487 322，042 97.1 81.2 92.0 

注) 1 山林庁「林業統計要覧(各年版)Jより作成。

2 1962-1967年の針葉樹の内訳は，アカマツである。

一方，立木処分量の推移をみれば，表V-2にみるように， 1966年から 1968年までは約

14-20万m3の推移をみせているが，1969・1970年には倍増して約27万m3が生産され，ま

た 1971・1972年にも約 20万m3が立木処分されているが，これは 1969年の官行研伐事業所

の廃止に伴い官行研伐による伐採量が減少し，それに代わるものとして立木処分量が増加した

ことによるものである。

以上みるように，当時における伐出事業の作業種は，原則的には皆伐方式が採用された

が，稜線部の人工造林不能地や急傾斜地及び道路周辺については折衷式嬢林あるいは択伐作業

による方針がとられた。例えば，蛙善事

業区では，皆伐作業の対象地としては人

工造林可能地が，媛林作業には人工造林

不能地と広葉樹林が対象となり，またア

カマツ単純林に対しては母樹作業が採用

されていた17)。このような方針下で，そ

の実行は，ほぼ計画通り推進されたが，

主要な事業として計画された造林団地化

のための不良広葉樹林地の林種転換は

予算関係上から実行できず，また不良広

葉樹林の買受人がなかったため，この計

画の推進は困難となり円以後この不良

広葉樹の利用をめぐる問題が台頭するこ

表V-2 国有林の立木売却処分実績の推移
(1966-1972年)(単位:m3， %) 

年度
用 材 炭 材

数 比率 数 比率
計

量 量

1966 129，867 88.0 17，690 12.0 147，557 

1967 185，573 93.5 12，849 6.5 198，422 

1968 133，378 95.9 5，582 4.1 138，960 

1969 256，382 94.8 14，032 5.2 270，414 

1970 222，128 80.3 55，605 19.7 276，733 

1971 177，275 82.8 36，943 17.2 214，218 

1972 164，431 85.1 28，706 14.9 193，137 

計 1，268，034 88.1 171，407 11.9 1，439，441 

注〕 辛在高「韓国林業の経営史的研究(1985年， P.443)J 
よりヲ|用。ただし，原資料は，山林庁「山林行政

実績(各年版)Jである。
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とになった。

最後に当時における伐出技術と労働力構成などについてみれば次のとおりである 19)。ま

ず，伐採が始まる前に，資材調査(選木調査〉が行われたが，その工程は1人/1日(以下同

様である)に約25m3程度であった。伐木，造材作業は前期と同様，主に鋸と斧の利用によっ

たが，1960年代の末頃から動力鋸が導入されはじめて，労働生産性が向上した。すなわち，

この動力鋸による伐採工程は，鋸や斧による工程が針葉樹が約4m3，広葉樹約3m3である

のに対して，針葉樹約10m3，広葉樹約7m3で 2倍以上に作業能率を高めている。なお，

動力鋸を使用する労働者の賃金は350ウォンで，人力による労働者の 280ウォンを上回ってい

た。また伐採された木材の運材，集材工程は針葉樹が約0.43m3，広葉樹が約0.31m3であ

り，賃金は250ウォン程度であった。このような各工程の作業は，すべて日雇労働者によって

行われ，また各現場には什長という伐採指導員が配置されていた。一方，伐出技術の発展のた

めには搬出手段の整備が問題となるが，当時の国有林の林道設置状況は， 1968， 1969年の両

年に各々15km， 1970年に6.46km， 1971年 11.18kmで，年平均約10kmの実績にとど

まってL、る。

以上，本期の伐出事業の特徴についていえば，国有林管理特別会計のもとで事業量が増加

したこと，および一方で計画された林種転換をはかるための不良広葉樹林の伐採が，予算不足

および広葉樹の利用上の関係から計画どおり推進できなかったこと，などがあげられよう。

(4) 造林事業の展開

1961年までの造林事業は，資金の不足，社会的な不安定状態等の事情により計画どおり

推進できなかった。しかし， 1961年12月に「山林の保護育成と森林資源の増進を図り，国土

の保存と国民経済の発展」を目的とする「山林法」が制定され，また 1967年からの第2次経済

開発5カ年計画で開発目標として山林緑化があげられ，国有林の造林事業もその一環として位

置づけられたことにより，以後造林実績は高まってくる。すなわち，表V-3に示すように，

1962年から 1972年までの 11年間の総造林面積は114，279haで，年平均で 1万haの人工造

林が行われた。特に，山林庁が設立された 1967 年と，その翌年の 1968 年には1. 5~ 2万ha

の人工造林が実行されている。これは伐採量の増加と軌を一つにしたものである。またこの期

間の植栽本数についても，約3.2億本に達し，そのなかでha当り植栽本数は1964年にはお

よそ2千本程度であったものが， 1965年以降には3千本程度に増加した。なお，植栽樹種は，

カラマツが約1.9億本(60.7%)，チョウセンゴヨウが約6千万本(19.7%)，アカマツが約3千

万本 (10.4%)などとなっている。

1964年に示された国有林の造林施策の主な点は，①用材生産の重視，②国営苗圃運営の

合理化，③最短期日内の要造林地の造林の完了，④不良広葉樹林の林種転換，⑤伐採跡地の再

造林の徹底化，を強化したことである20)。これらによりたとえば蛙善事業区では，造林は伐採

跡地，未立木地，林種転換の順序に行い，伐採跡地の造林は2年以内に行う方針がとられ，ま
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表V-3 国有林の造林実績の推移(1962-1972年〉 (単位:ha，千本)

実
年度

績 樹 種 別 内 訳

面 積 本 数 チョウセンゴヨウ カラマツ アカマツ リギダマツ スギ及ヒノキ その他

1962 2，161 4，754 1，774 2，460 160 360 

1963 9，691 20，069 2，546 15，919 110 10 1，484 

1964 9，497 19，057 3，076 13，805 192 659 1，325 

1965 9，976 30，010 5，346 16，790 1，296 526 1，890 4，162 

1966 10，265 25，663 2，947 20，133 842 103 991 647 

1967 15，500 46，500 8，649 33，709 2，495 1，047 600 

1968 18，660 55，916 6，036 42，408 2，330 1，567 1，320 2，255 

1969 10，601 31，780 5，797 22，077 1，697 747 740 722 

1970 10，330 30，891 3，864 10，748 13，144 838 708 1，589 

1971 8，952 27，037 11，546 5，503 8，128 1，019 841 

1972 8，646 25，868 11，008 9，051 3，177 9 915 1，708 

メロ込吾ローι1 114，279 317，545 62，589 192，603 33，109 4，252 9，299 15，693 

比率 19.7% 60.7% 10.4% 1.3% 2.9% 4.9% 

注) 1 I治山緑化30年史(1975年， P.335)Jより作成。

2 補植の数量は含まれていない。

た補植は翌年に約 10%を予定し，下刈については諸状況を考慮して篠刈と全刈にするが，天

然下種更新では全刈を実施する方針で，その施行においては，チョウセンゴヨウは5年間に，

その他の樹種は3年間に1回実行することとされた。また除伐は植栽後，チョウセンゴヨウは

13~15 年目に，他の樹種は 7~8 年目に 1 団施行し，その後は必要に応じて間伐期まで 2

~3 団施行することとされた。また枝打ちは造林木，天然林分を問わず，経済的に有利な場合

には，除伐と同時に施行することとされたが，その後林縁木は除外することとされた2九

その後， 1969年に戦後初めて「営林署所管国有林経営規程」が制定された。そして，それ

では集団造林が重視されたが，その背景には， 1969年の山林施策の変換があげられるZ九す

なわち， 1969年に「山地利用事業大団地化」を山林施策の基本方向とすることを決め，これを

遂行するため，① 1969年度中に山地利用区分調査の概略を完了，②今後造林事業の大団地造

林事業への転換などが決定され，このことが営林署長，市・道山林課長及び山林組合連合会道

支部長の合同会議において示達公布された。これにより同年，林野を，存置すべき絶対林地と

他用途に転換する相対林地に区分し，林業投資は絶対林地に集中することとし，そのほかの産

業用地等に供与する相対林地は林業投資対象から除外することとされた。そして，その調査に

基づいて 14個大団地山地造林開発計画に含まれる森林面積は約 320万ha(国有林 815千jha，

私有林 2，385千ha)として，そのうち相対林地，除地，法正制限林，事業不可能地などを除外

した 1，833千haについて集中的な林業投資をし，育苗，造林，保育，収穫，加工の全工程を

系列化する計画であった。すなわち，同計画に基つ号いて将来の木材需要に対処すベく，基本方

針として現存する不良林分，とりわけ過熱老齢林及び不良広葉樹林を林種転換により人工林に

転換するとともに，未立木地の人工造林を促進し，森林資源を質・量面で改善して， 2，000年
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までに人工林を 180万ha造成する計画が打ち出されたのである。また，これは森林基本計画

での人工林目標である 270万haの約70%に相当するものであった。

そして，国有林における造林事業は， 1967年から 1973年までの造林計画量87，534haに

対して， 85，733 ha (約98%)が実行された叫が，そのうち本計画による大団地造林実績は

1970年が10，159ha， 1971年が8，455haであり，本期の後半に至って国有林の造林事業は主

としてこの計画に基づいて行われている。また，造林用苗木は1969年からは， 13箇所の国有

林養苗事業所(中部3，東部6，南部4)から，ほぽ全量自給された24)。

なお，これらの造林事業は，成果面では過去の造林方式に比べて大きく発展した悶こと

は否めないが，反面天然林に対する一斉造林が大面積にわたって施行されたことにより，生態

系の破壊ばかりでなく，相当量の形質優良な天然林が消失せしめられることとなったと推察さ

れる。
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第3節第1次石油危機以降の経済成長期 (1973年以後)

(1) 社会経済的条件

1960年代後半からとられた資本財，生産財の輸入代替工業化政策は， 1970年代にはし、っ

てより一層強力に推進された。これらによって，第3次期の経済成長率は10.1%(計画は

8.6%)を示したが，第2次石油危機による世界経済の沈滞，先進国の輸入規制の強化，高物価

と賃金の上昇など1)により，第4次期には5.5%(計画は9.2%)に鈍化した。しかし，第5次

期の最終年度である 1986年には8.7%の経済成長率を示しており， 1980年代の一時的な負の

経済成長を除外すれば，全般的に高度経済成長が続いていたといえる。

こうしたなかで，合板産業など木材関連産業は大きな打撃を受けた。当時まで，海外原資

材の確保と低賃金労働力に依存して急速な発展をつづけた合板産業は，高度経済成長に伴う物

価の高騰と人件費の上昇，原資材価格の上昇などにより急速に衰退していくのである。

一方，この経済開発計画の成果をGNPの部門別構成比からみれば2) 第1次産業と第2

次産業の推移は， 1972年の26.9%，19.8%から， 1986年は12.7%，34.7%へとその比重が完

全に逆転した。また，就業人口比の推移について第1，2次産業の構成比をみれば， 1972年

には総就業人口 1，055.9万人中第 1次産業が50.6%(534.6万人)，第 2次産業が14.2%

(149.9万人)を占めたが， 1986年には総就業人口 1，550.5万人のうち第 1次産業23.6%

(366.2万人)，第2次産業25.9%(401.3万人)となってその地位が逆転し，比較的労働生産

性の高い非農業部門の著しい発展を裏付けている。それに加えて最も重要な特徴は，流動人口

のほとんどが青壮年層であるという事実である。すなわち，就業のため青壮年層が大量に離農

し，農村残留労働人口は老齢層と婦女子で構成され，労働力の質的量的な低下が急激に現れて

いる。このことは，主として農村の臨時労働力に依存してきた国有林の状況を考えるとき，労

働力の質の問題としてきわめて重要な意味をもつものといえよう。それに加えて，工業化がも

たらしたもう一つの作用は，環境悪化の問題である。すなわち，大気汚染が大都市と工業団地

では環境基準を越え，たとえばソウル，釜山，大郎，蔚山の S02の大気汚染度比 1977年に

各々0.083，0.046， 0.031， 0.018 ppmであったが， 1980年には0.094，0.058， 0.038， 0.053 

ppmとなって基準値0.05ppmを超過し，さらに現在でも大気汚染が進む傾向を示している。

また水質汚染についても， BOD (生化学的酸素要求量)の上水源水のl級基準である 1ppm以

下の水質を維持する所はまれであり，主要河川の一部上流のみが2級(浦過処理要， 3ppm以

下〉の水準にとどまっているのが現状である九そして，このような急速な環境悪化の現状か

ら，森林の持つ公益的な機能の発揮・増進への社会的要請が近年一層強くなっている。

(2 ) 管理組織の展開と第1，2次「治山緑化10年計画jの推進

1973年の政府組織法の改正により農林部傘下の山林庁が内務部に移管され，また同年か

ら1982年まで全国土の森林縁化を目標とする「第1次治山緑化10年計画」叫が樹立された。こ
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の計画の特徴は森林全体計画中，森林様化中心の部分計画的性格をもっ5)ことで，この計画の

重点施策として，計画造林の推進，絶対責任管理及び造林愛国思想の三点があげられている。

一方，当初の造林計画量 100万haが1978年までに超過達成されたため， 1979年に，山

林利用長期計画の樹立，大単位経済林の団地造林，郷土適樹の開発，未立木地造林と要砂防地

の一掃および海外森林資源の開発拡大を重点施策とした「第 2次治山緑化 10年計画」引が樹立

された。この中で，国有林経営管理の目標として，民有林の示範となるように経営することが

重視され，その重点施策としては，①国有林経営の合理化，②森林資源の増大，③林産物の保

続的な供給，④生産基盤の造成，⑤国有林の管理，⑥公益機能の向上，があげられた。この計

画は1987年に終了し， 1988年からは「森林資源化計画J7)が樹立され，推進されつつある。

一方， 1985年現在の国有林剖は，その面積 1，313，932ha(立木地 1，249，095haと無立木

地64，837haで構成。後者の内訳は未立木地15，121ha，荒廃地121ha，開墾地2，923ha，諸

地46，672ha)，蓄積68，665，573m3 (針葉樹林20，962，863m3，広葉樹林29，999，935mへ混交

林 17，702，775mりで， ha当り平均蓄積は52m3となっている。その中で，営林署所管国有林

の面積，蓄積，ha当り平均蓄積は，中部営林署が各々376，152ha， 21，413，736 mヘ56.9m九

東部営林署が282，710ha， 18，563，809 m3， 65.7 m3，南部営林署が226，199ha， 15，384，291 

m3， 68.0 m3であり，特に南部営林署管内の栄徳管理所は1ha当り 82.3m3と最も高い蓄積

を有している(なお，本章において事例としてとりあげている中部営林署洪川管理所は，各々

71，458ha， 4，307，950m3， 60.3m3，東部営林署蛙善管理所は67，762ha， 4，652，057 m3， 

68.7 m3で，営林署所管国有林の ha当り平均蓄積62.6m3と大きな差はみられなし、〉。また，

国有林の各齢級の蓄積構成は， 1齢級は2.7%(1，835，770 m3)， 11齢級は21.5%(14，732，507 

m3)， III齢級は20.8%(14，248，413 m3)， IV齢級は35.9%(24，670，271 m3)， V齢級は13.8%

(9，476，742 m3)， VI齢級は5.4%(3，701，870 mりで， IV齢級以下の若齢林が極端に多い状況

となっている。なお， 1970年から 1974年の平均生長率は町，針葉樹林が3.1%，広葉樹林が

2.9%，混交林が3.0%，平均3.0%であったが， 1980年代前半10)には針葉樹林が4.0%，広

葉樹林が3.6%，混交林が3.6%，平均3.7%に上昇しつつあり，特に針葉樹林が最も高い生

長率を示している。

(3 ) 伐出事業の展開

本期の国有林の伐出事業は， 1972年改正の「営林署所管国有林営林計画作成要綱」と 1976

年改正の同「運営要綱」及び1980年と 1983年以降1987年まで毎年改正された「山林庁所管要

存国有林営林計画運営要綱J(以下，これらを総称して経営規程という)に基づいて作成された

営林計画により行われたが，その生産の推移は主に経営規程の変遷，とりもなおさず国有林の

政策によって変化している。その推移を「国有林特別会計予算明細書」の伐採量からみれば表

V-4となり， 1973年の 281千m3から 1975年の 324千m3をピークに，1981年までは約300

千m3で推移したが，1982年からは221千m3へと減少し，さらに 1987年には46千m3へと
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激減した。その中で官行研伐量は， 1977年の 35千m3をピークに，1979年には20千m3，

1980年には5千m3に，さらに 1987年には1.5千m3へ漸減する傾向を示している。また立

木処分量は，1982年の 290千m3をピークに，1983年には210千mt さらに 1987年には25

千m3へと減少している。一方，間伐は1973年の 14千m3から 1978年には27千m3へと増加

したが，1980年には再度5千m3へと減少した後，1984年には7千m3へ，さらに 1987年に

は18千m3へと増加する傾向を示している。

また，伐採計画量と実行量の推移については，その実行量は計画量を下回っており，比較

的広葉樹の実行が不振であったことを示している。すなわち，官行研伐事業の実績をみれば，

1973年から 1985年の聞の計画量 141，633m3に対して，その実行量は137，703m3で実行率は

97.2%である 11)。また，立木売却処分の実行率は， 1975年の 96.8%(計画 247，030m3，実行

239，190 m3)， 1978年の 85.3%(計画 242，140m3，実行206，464mり， 1981年の 85.2%(計画

280，000 m3，実行238，575mりであり 12) この推移から，国有林では1980年代に入って減伐

政策が取られていることが明らかである。このような変化の要因としては，伐採対象木の減少

と収穫対象地の奥地化による市場性の弱化，標準伐採量の減少，広葉樹に対する認識の変化及

び作業種の変化等があげられる。以下それらについて，主として経営規程に基づき検討してみ

ることにする。

伐出事業の停滞に最も大きな影響を与えているものは，収穫対象地の奥地化による市場性

の弱化があげられる。すなわち，洪川管理所では，林相良好である1， 11等地で収穫事業が行

われたため，現在では伐期齢に達した林分が大きく減少し，また伐期に達したとしても奥地に

位置しているため，林道があまり整備されていない状況のもとで，その継続的な推進が困難と

なった13)tJミらである。また，標準伐採量の減少があげられる。すなわち， 1969年の「営林署所

管国有林経営規程J14)では，標準伐採量は林木生長量により算定されていたが， 1976年の改正

規程同では，原則として連年の標準伐採量は林木生長量の 50%の範囲内とされ，ただし不良

林分の林種転換，被害木の除去など国有林経営上必要な場合には，別に伐採量を定める， とさ

れた。さらに1987年の規程16)では，標準伐採量は林木生長量の 15%以内と定められ，これに

伴い伐出生産量は急激に減少していくのである。

その中で，とくに広葉樹の伐採量は，表V-4にみるように，急激な減少を示している。

すなわち， 1973年の広葉樹の伐採量は186，358m3で針葉樹伐採量87，650m3の2倍以上で

あったが，1980年の広葉樹伐採量は118，500m3で，針葉樹伐採量 181，500m3より少なくな

り，また 1987年には針葉樹伐採量が37，000m3に減少するとともに，広葉樹伐採量も 7，500

m3に激減した。このような広葉樹伐採の急激な減少は，不良広葉樹雑木林を林種転換すると

した以前の方針が変換されたことによっている。すなわち，前述したように，1970年からは

団地内の未立木地および現存する不良林分を 2004年までに林種転換により集団造林する計画

であったが， 1980年の規程では「広葉樹林について現存生育状態から見て林種転換することに
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表V-4 国有林管理特別会計予算明細書における林木生産の推移 0970-1988年) (単位 :mり

官 汀戸 研 伐 立 木 処 分 間 伐 三ロh 計
年度 不用物件
針葉樹 広葉樹 計針葉樹 広葉樹 計針葉樹 広葉樹 計 針葉樹 広葉樹 不用物件 計

1970 40.000 10.000 50.ωo 59.300 142.000 201.300 17.900 2.600 20.500 7.000 117 .2∞ 154.6ω 7.000 278.800 
1971 18.000 12.000 30.000 81.5ω 140.500 222.000 18.400 2.600 21.000 7.000 117.900 155.100 7.000 280.000 

1972 20.000 18.000 38.000 81.500 140.500 222.000 9.700 4，100 13.ωo 7.000 1ll.200 162.600 7.000 280.800 

1973 6.000 9，000 15，000 71，300 173.700 245.000 10.350 3.650 14.000 7，000 87，650 186.350 7.000 281.000 

1974 4.000 6，000 10，000 67，400 131.500 198.900 14.0ω 14.000 7.000 85.400 137.500 7.000 229.900 

1975 12.000 18，000 30.000 112.ω。165.仰O277.ω。14.000 -1 14.000 3.000 138.ω。183.ω。3.000 324.000 
1976 18.000 12，ω。30.000 132，600 125.050 257.650 13.800 13.800 3.ωo 164.400 137.050 3.000 301，450 
1977 15.000 20.000 35.000 109.740 142.6ω 252.340 14.270 -1 14，270 3，ωo 139.010 162.600 3.000 304，610 
1978 20.000 14.0∞ 34.000 113.480 128.660 242.140 26.860 -1 26，860 3，000 160，340 142.660 3.000 306.000 
1979 10，000 10.000 20.000 1l0.000 140.0ω 250.000 15.000 -1 15.000 900 135，000 150.000 900 294，000 
1980 2.500 2.500 5.000 174.000 116.000 290.000 5.000 5，000 900 181.500 118.500 900 300.900 
1981 2.500 2，500 5，000 168，000 112.0oo 280.000 5.0仰 5.ω。"。 175，5ω 114.5oo 卯0290，900 
1982 2，5ω 2，500 5.000 174，ω。116.ooo 290.0ω 5.000 5.000 900 181.500 118.500 900 300.900 

1983 2.500 2.500 5.000 126.000 84.000 210.0ω 5.000 5，000 1.000 133.500 86.500 1，000 221.000 
1984 2.0ω 1.000 3.000 72.500 20.ωo 92.5仰 7.ω。 7.000 500 82.500 21.000 500 104.000 

1985 1，5ω ω。2.000 54.0ω 10.ω。64.000 7.000 7.0ω 600 62.500 10.500 6ω 73.ωo 

1986 1，5ω 500 2，0ω 50.000 8.000 58.000 7.000 7，ωo 1.000 58.500 8.500 1，000 68.000 
1987 1，500 500 2，000 18，000 7.仰O 25.000 18.0ω 一 18，000 1.0ω 37.5ω 7.500 1.000 46.仰0
1988 2.000 1.000 3.000 25.ω。10.000 35.ω。22.000 -1 22，000 1.0ω 47.000 1l.000 1，000 59，000 
注) r国有林管理特別会計予算明細書(各年版)Jより作成。

より，存置することがもっと経済性あると判断できれば，その対象から除外」附する，と方針

が変換された。また，伐採された不良広葉樹雑木林は，かつては主に農山村で燃料に使用され

ていたが，経済開発計画に伴う工業化，近代化政策にどにより，燃料消費構造が石炭，石油な

どへと変化し，そのことが広葉樹の伐採減少となって表れた，ということができょう。すなわ

ち，薪炭の消費実績18)を見れば， 1961年には14，100千M/TC乾重量の単位当体積;薪I坪=

2.3尺x6尺X6尺=1 M/T)であったが， 1973年には9，250千M/Tへと減少し，さらに

1984年には7，288千M/Tへと減少傾向を辿っている。

このような伐採量の減少は，一方では作業種の変換をもたらした。すなわち， 1969年の

経営規程では，作業種を用材林作業(皆伐作業，母樹作業，択伐作業)，薪炭林作業(皆伐作業，

択伐作業);中林作業，竹林作業に分けていたが， 1972年の経営規程日}では，大面積の皆伐が

制限され，その代わりに帯状皆伐作業が行われるようになり，竹林作業は除外された。また，

山頂と稜線部は防風，防虫林帯ができるよう既存木を存置し，急傾斜地，荒廃地及び岩石地等

土砂流出の憂慮がある所と後継林造成上成功の可能性が無いと判断される箇所は，林種転換の

ための皆伐が制限された。ひきつづき 1976年の経営規程では，作業種は帯状皆伐作業，小区

域皆伐作業，小区域母樹作業，択伐作業とされたが， 1983年の経営規程20)では帯状皆伐作業

が除外された。

ついで，伐採対象林分の取り扱い方法についてみれば次のとおりである。すなわち r国
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有林産物売却規則施行内規J21)によれば，小区域皆伐作業の伐区は 5ha以内とされたが，経

済林団地については 10haまでは可能とされた。また伐採が継続的に行われる場合は，伐区と

伐区の聞に 20~30m の樹林帯を設置するよう規定された。なお，小区域伐採対象地であって

も，クリ(栗〉やアオギリ(梧桐)等後継樹の造成が不要な場合や被害木の除去時を除いて，胸

高直径6cm未満の立木のうち将来材積生長が期待できる形質優良稚樹林分は，群状で残存，

保育する方針がとられた。また母樹作業は5~10ha の範囲で実行し， ha 当り 15~20 本の母

樹を全林地に均等に残置することとされ，ただし天然稚樹発生地や地理的与件により群状で母

樹を存置する必要のある箇所は，更新に適するよう存置することが可能とされた。

このような作業種別伐採面積と材積の推移を東部営林署蛙善営林計画区を例にみれば，表

V-5のとおりである。すなわち，面積比では択伐作業が第 3次期に 53.3%，第 4次期に

75.1%，第 5次期に98.4%，また材積比では各々24.2%，45.0%， 89.6%と増加する傾向を

示している。また，洪川管理所の例では，択伐は主に胸高直径20cm以上の広葉樹を対象と

して，伐採率約30%の単木択伐が行われ，小面積皆伐は，針葉樹林を対象として行われた。

なお，マツノタマパェが蔓延した森林は，伐区に関係無しに伐採された。

間伐比 1986年から，平均胸高直径と樹間距離で本数を決める定量的な間伐が実行され

ている。一般的に立木密度を基準とした定量間伐としては，地位，林齢と立木密度の関係，胸

高直径と樹間距離の関係，樹高と立木密度の関係，単位面積当りの胸高断面積合計の最適値な

どにより，さまざまなものがあるが，起伏が多い傾斜地で，地位の局地的な変化が激しいとこ

ろでは，上にあげたさまざまな基準となる要因の値が局地的に異なり，したがってその実行に

表V-5 東部営林署腔善営林計画区の作業種別伐採面積と材積の推移(計画〉 (単位:ha， m3) 

面積の 材積 (B) 材積の (B) 
区分 作 業 種 面 積 比 率 比 率

(/ A) (A) (%) 針葉樹広葉樹 計 (%) 

帯状皆伐作業

第3次期 小区域皆伐作業 2，413 44.4 25，622 38，217 63，839 72.8 29.8 

(1978 小区域母樹作業 110 2.3 2，373 233 2，606 3.0 23.7 
1982) 択 伐 作 業 2，573 57.3 3，625 17，604 21，229 24.2 8.3 

小計 4，826 100.0 31，620 56，054 87，674 100.0 18.2 

小区域皆伐作業 1，070 15.8 18，275 13，809 32，084 35.1 30.0 

第4次期 小区域母樹作業 618 9.1 17，187 1，066 18，253 19.9 29.5 

(1983- 択 伐 {乍 業 5，075 75.1 9，646 31，517 41，163 45.0 8.1 
1987) 媛 林 作 業

小言十 6，763 100.0 45，108 46，392 91，500 100.0 13.5 

小区域皆伐作業 10 0.3 1，140 1，140 2.8 114.0 
第5次期 小区域母樹作業 43 1.3 3.001 57 3，058 7.6 71.1 
(1986一
択伐作業 3，375 98.4 10，001 26，159 36，160 89.6 10.7 1990) 
小計 3，428 100.0 14，142 26，216 40，358 100.0 11.8 

注) 東部営林署旋善営林計画区「第3次営林計画説明書 (P.44)J，r第4次営林計画書 (P.38)J及び「第5
次営林計画説明書 (P.40)Jより作成。
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は困難を伴うという欠点をもっ。この点で，現在，韓国国有林で採用されている間伐基準表，

すなわち林分のなかの部分ごとに胸高直径と樹間距離の関係を基準とする方法は合理的問で

あるという一面をもっ， といえよう。

最後に，この時期における伐出作業についてみれば次のとおりである。すなわち 1960年

代の後半からのチェンソー導入により，現在ではほぼすべての伐木作業がチェンソーにより行

われている。伐採された木材は，人力により山落しされるが， 1980年代半ばからはログライ

ンが導入された。また，集材作業では全幹集材は行わず，一般に玉切りされたのちに搬出され

ている。過去には木修羅や土修羅による搬出も実行されたが，現在ではほとんど使用されてい

ない。中部営林署洪川管理所管内を例に伐出作業の労働力構成をみれば，ここでは7個の作業

聞があり，その内訳は1個の技能人作業団と 6個の一般作業団で構成されている(一作業団は

約 15人構成)。この技能人作業団は，伐出作業や天然林保育事業等比較的技量を要する作業を

中心に行い，これに属する者は林業機械院で一定の教育を修了しているが，雇用形態は常用で

はなく，日雇労働力として扱われている。集材された木材は，耕うん機等により開設された運

材路幅約3mの運材路を経て，主林道まで搬出される。その後，木材市場までの運材は，主

に自動車によって行われ，一部地域では鉄道も利用されているが，その際の運材手段の選択

は，各木材市場の木材価格の運賃の差額が最も高くなるような方法が採用される。なお，洪川

管理所の場合，間伐木の歩止まりは 50~70%程度で，また同所では 1968~1987 年の聞に施設

林道が26，510m， 1970~ 1976年の聞に年期売却林道25，354mの敷設が進み，林道延長は

51，864 mであるが， 1988年現在の林道密度は，未だ 0.82m/haにとどまっている則。

(4) 造林事業の展開

1973年以後の国有林の造林事業は，同年に「第 1次治山線化10年計画」に基づいて作成さ

れた第 2 次営林計画により推進された。この期間Cl973~1977 年〉には，表V-6 にみるよう

に， 40，020 ha，約l.35億本の造林が行われ，年平均約8千haの人工造林が実行された。ひ

きつづき， 1978 年からの第 3 次営林計画期Cl978~1982 年)では，年間 1 万 ha，全体で 5 万

haの造林が計@j23)されたが，一方 I第1次治山緑化10年計画」が予定より早く 1978年に超

過達成されたため， 1979年に「第2次治山縁化10年計画」が樹立され，国有林の造林事業は，

以後これに位置づけられて推進されることになった。この計画は，年間 7千haずつ 10年間

に7万haの造林を実施する計画で，その中には経済林団地造林45千haが含まれていた。こ

の経済林団地造林は，全国森林のうち 1，214，240haを対象として 80個経済林団地を 1977年

に選定し，大規模の人工造林を計画したもので，そのなかには国有林209，540ha (中部営林署

68，280 ha，東部営林署96，260ha，南部営林署 45，000ha)が含まれている問。

これに対して， 1979年から 1983年までの 5年間に，人工造林26，260ha (8，342万本)，

天然林保育事業は6，601ha，計32，861haの育林事業が行われ，その内 19，265haが経済林団

地造林として行われた。しかし，国有林の造林事業は1981年から天然林保育事業が大きく取
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表 V~6 国有林の造林実績の推移(1973~1986年) (単位:ha，千本〕

実
年度

績 樹 種 ~IJ 内 訳

面 積 本 数 チョウセンゴヨウ カラマツ アカマツ リキーダマツ スギ及ヒノキ その他

1973 7，758 25，248 12，038 2，212 8，275 740 685 1，298 

1974 7，916 26，110 16，411 108 3，610 3.860 742 1，379 

1975 7，937 28，049 8，673 8，960 7，737 1，383 586 709 

1976 7，951 27，774 12，200 10，694 1，796 2，294 327 463 

1977 8，458 26.994 11，932 12，232 1，386 509 436 499 

1978 7，126 22.809 6，395 9，605 4，286 375 2，148 

1979 7，016 21，927 8，710 11，764 331 559 563 

1980 5，054 16.188 5，054 8，125 972 163 1，874 

1981 5，096 17，997 3，579 9，952 3.136 58 131 1，141 

1982 5，047 15.096 7，572 5，638 30 160 1，696 

1983 4，047 12.215 6，523 5，364 45 283 

1984 3，051 8.611 6，175 2，271 163 

1985 1，927 5，505 2，618 2，518 39 30 300 

1986 1，961 6.285 3，511 1，967 311 17 129 350 

合計 80，345 260.808 111，391 91，410 31，870 8，900 4，368 12，869 

比率 42.7% 35.1% 12.2% 3.4% 1.7% 4.9% 

注) 1 山林庁造林課「資料一造林及び種苗事業ー(1987年， P.81)Jより作成。
2 補植の数量は含まれてなし、。

り入れられ， 1984年からの造林5年計画は，年間 6千haずつ，合計3万haに修正された問。

その内訳は，人工造林(植栽造林)1万ha，天然林保育が2万haで，その内 15，838haが経済

団地造林となっている。 1973年から 1986年に至る 14年間の人工造林の実行状況は，総量で

80，345 ha (260，808千本〉となっている。こうした変遷のもとで，人工造林は第2次営林計画

期の年間約 8千 haが， 1985年以降には約 2千haの水準に急減し，また表V-7にみるよう

に，補植，追肥，下刈作業量も人工造林面積の減少と同様な傾向を示しているが，一方，稚樹

保育と天然林保育事業は逆に増加する傾向を示している。

以上みたように，国有林の造林事業が人工造林中心から天然林保育へと推移しているが，

このような変化の背景には，前項で考察した低質広葉樹の需要の低下のほか，造林地の奥地化

と労賃高騰に伴う造林費の上昇，及び造林労働力の不足などの要因があげられる。以下，それ

らについてみれば，次のとおりである。

国有林事業費に占める造林費の比率は，表V-8にみるように，約30%程度を占め，また

そのうち人件費は80%以上を占めるが， 1973年から 1987年までの聞に 1ha当りの造林費が

約 8.4倍，補植が約 8倍，稚樹保育が約 6倍，地捺が約 9.7倍，追肥が約 7.6倍，下刈が約

9.9倍上昇したのに対し， 1ha当りの人件費は，造林人夫が約 19倍，普通人夫と女子人夫が

約 10倍に上昇しZへそのことが経営への圧迫要因となっているのである。

また，林業労働力の不足があげられるが，それは林業労働力の農山村から都市への流出に

よるもので，その原因としては一般的に労働諸条件の劣悪化や生活環境の相対的低下があげら
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表V-7 国有林の育林実績の推移(1973-1986年) (単位:ha) 

天然 天然、林
特造管 林 殊地理

蔓茎類
年 度 計 補 植 追 nE 下 刈 稚樹撫育 下管種地理

保育 除 去

1973 33.664 753 28.142 3.001 1. 727 41 

1974 37.440 1.000 6.100 25.434 3.015 1.891 

1975 46.874 1.000 15.458 23.686 4.580 2.109 41 

1976 38.625 997 5.967 24.022 5.630 1.926 83 

1977 40.331 477 7.918 24.080 5.660 1.353 83 

1978 43.458 277 7.862 30.465 4.121 700 33 

メ口込 計 240.392 4.504 43.305 156.598 26.007 9.706 281 

1979 31.711 251 4.936 22.578 3.918 28 

1980 45.743 301 8.500 25.925 10.989 28 

1981 40.237 151 9.991 19.946 9.956 100 80 13 

1982 35.668 100 5.000 19.873 7.383 160 3.142 10 

1983 33.040 210 3.220 17.300 8.118 3.379 813 

1984 33.234 160 4.126 15.178 8.988 4.015 767 

1985 29.805 125 3.750 12.713 7.598 4.245 1.374 

1986 28.171 35 3.523 11.741 7.261 147 4.157 1.307 

l口"- 言十 277.609 1.333 43.046 145.254 64.211 407 19.018 79 4.261 

総 百十 518.001 5.837 86.351 301.843 90.218 10.113 19.018 360 4.261 

注) 山林庁造林課「資料(1987年版. P.82)Jより引用。

れる。洪川管理所の例では従来，国策の

重点項目として荒廃地の森林造成の早期

実現をかかげ，また豊富な労働力の存在

を背景として人工造林を推進してきた。

しかしこの期に及んで，経済発展に伴う

農山村から労働力の流出が著しくなり，

造林労働力が不足し，現在では，地梼，

下刈，造林等の作業は6個の一般作業団

と，不定期的な地域住民によって行われ

ており，従来の大規模な人工造林が次第

に困難となってきていることを示してい

る。また，人工造林の進展に伴い保育面

積は増加しつつあるが，労働力不足によ

り保育が十分に実施できず，そのことが

人工造林を減少させる結果ともなってい

る。このような要因が複雑に絡み合って

表V-8 国有林管理特別会計予算明細書における造林費

の推移 (単位:千ウォン)

年度
国有林総事業費 造林費

(鴎/ω 人件費 (C)/(B) (A) B) (C) 

1970 920.741 389.139 42.3 299.118 76.9 

1971 1.396.199 397.510 28.5 299.472 75.3 

1972 1.497.054 462.668 30.9 344.391 74.4 

1973 1.458.5l4 562.069 38.5 415.803 74.0 

1974 2.512.549 916.698 36.5 453.559 49.5 

1975 4.472.300 999.772 22.4 747.691 74.8 

1976 4.295.623 1.275.375 29.7 1.023.372 80.2 

1977 4.056.252 1.378.454 34.0 1.095.733 79.5 

1978 4.619.242 1.746.313 37.8 1.465.431 83.9 

1979 6.992.889 2.208.020 31.6 1.908.713 86.4 

1980 8.514.075 3.262.702 38.3 2.798.887 85.8 

1981 9.239.249 3.448.873 37.3 2.915.598 84.5 

1982 10.063.222 3.692.108 36.7 3.179.381 86.1 
1983 9.430.081 3.236.383 34.3 2.723.241 84.1 

1984 9.473.757 2.940.315 31.0 2.555.347 86.9 

1985 9.728.285 2.781.840 28.6 2.377.537 85.5 

1986 10.317.520 2.797.598 27.1 2.371.854 84.8 

1987 12.148.230 2.896.919 23.8 2.424.691 83.7 

1988 22.777.675 4.648.489 20.4 4.008.181 86.2 

人工造林が停滞しているといえるが，今 注)r固有林管理特別会計予算明細書(各年版)Jより作成。
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後伐採跡地の奥地化に伴って，この傾向はさらに強くなるであろう。

なお，最後に， 1980年代に入って国有林の造林事業の中心となった天然林保育事業の特

徴についてみれば28) 生態的に天然力を活用する天然林施業の中で，この期の事業は，施業に

より今後の天然更新を期待しようとするものではなく，すでに更新している天然生稚・幼樹林

を対象として，形質優良木を「未来木」として選定し，それの保護・育成を図ろうとするもの

である，といえよう。こうした施業方針により， 1983年以降国有林の育林事業では，天然林

保育事業が大きく取り上げられ，中心的に行われるようになったのである。

1)経済企画院:経済白書， 1981. 

2)経済企画院:主要経済指標， 1987. 

3)前掲1)， p.367-369. 
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第4節小 括

1945年の第2次世界大戦の終了から， 1950年の6・25戦争を経て， 1961年に至るまでの

国有林経営は，混乱した経済状態を反映して，基本的には無秩序な乱伐的利用の性格と構造を

もっていたといえる。すなわち，伐採の対象となったのは比較的蓄積良好な森林に限られ，大

面積皆伐作業が行われたが，その伐採量は統計数値の何倍にのぼったことが指摘されている。

それとともに，住民の燃料採取等が無秩序に行われ， 1956年の国有林の未立木地は約255千

haに達し，要存国有林面積の約35%を占める状態であった。一方，造林事業は主に未立木地

造林が行われたが，その実績は予定量の 17%(1952~1956 年)， 73% C1957~1961 年)の実行

にとどまっていた。なお，当時の伐出技術は，主に戦前期の運材手段の整備が行われたにとど

まり，造林技術は人力による大面積の未立木地の用材林植栽が中心となっている。しかし，森

林の状況を配慮しない用材林造成のための造林事業の推進は，苗木活着の不振をまねき，この

ことは裸地造林の困難性と森林保護の必要性を改めて痛感させられることになった。しかも全

体として，この時期においても，森林の荒廃は依然として克服されずに推移している。

1962年からの国有林経営は，強力な森林保護政策に基づいて，基本的には森林資源の造

成的な性格と構造をもっていたといえる。すなわち，林木の伐採は， 1960年代には拡大造林

のための大面積皆伐作業が行われたが，病虫害等の被害が確認されたことから， 1970年代半

ばからは約 5~10ha 程度の小区域皆伐作業，母樹作業へと推移し，また 1980 年代には主に小

区域皆伐作業，択伐作業へと推移していった。また，造林面積は伐採面積を下回らないよう指

示されるとともに，累積された未立木地への造林が行われ，現在の苗木活着率は約90%にの

ぼっている。一方，不良天然広葉樹林には林種転換事業が行われた。すなわち，この時期に推

進された造林事業の目標は，主に伐採跡地の更新の徹底化，人工造林の積極的な推進による未

立木地の解消，および不良天然広葉樹林の林種転換であった。そして，不良天然広葉樹林の林

種転換の方針は， 1980年代前半には優良天然林の保育へと変化しているが，未立木地造林は

1980年代後半まで続いて，現在未立木地はほぼすべてが解消されるに至っている。当時の伐

出技術は，チェンソ一等の導入による機械化が進み，また育林では刈払機が導入されたが，現

在では天然林保育事業における集約作業のために再び鎌が主流となり，また苗木の自給生産体

制が確立される等，経営基盤の充実が図られた。

しかし，林相の約80%がIV齢級以下の若齢林で構成されていることや，環境悪化に伴っ

て森林の公益的機能が重視されるようになり， 1980年代前半からは，主伐生産を大幅に減少

させ，国有林事業は全体として縮小化の方向をたどることになった。すなわち， 1980年代に

入って，全体的に減伐政策が取られるなかで，育林事業は優良天然林の保育事業が中心的に推

進されることになり，人工造林とその保育事業は1970年代に比べてむしろ減少する傾向を示

している。一方，人工林の間伐は少しずつ拡大する傾向にあるが，その方法は胸高直径により
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残存本数を残す定量間伐で，質的な面での考慮が不十分であり，また天然林の保育事業につい

ても，一応の基本方針はあるものの技術的に確立されていないのが現状である。

間伐や保育事業の対象となる森林面積が増加しているにもかかわらず，その実行不振や技

術の未確立により，全体として国有林の生産力の持続的な上昇には限界がみられ，今後それら

の森林に対する全体的，かつ集中的な投資をいかにすすめるかが課題となっているといえる。

第6章結 雷

本章では，韓国国有林における伐出・育林事業の展開過程に関するこれまでの分析に基づ

き，韓国における国有林経営の特質と，その現段階的な位置を総括的に検討し，合わせてこれ

からの国有林経営のあり方について考察する。

前章までの分析から，戦前期の韓国の国有林経営の展開について主な点をみれば，次のよ

うなことが指摘される。韓国の国有林は今世紀初めに日本政府により成立したが，その経営目

的は土地所有を近代化し， 日本の植民地政策遂行の財政確保のための物質的基礎を確立するこ

とであった。したがって，経営方針としては純収穫最大主義をとり，またその経営の過程では

財政収入の安定的確保のため，大企業，軍需産業等に大きな特典を与えた。一方，後継樹の更

新については，一部，未立木地造林や伐採跡地造林が行われたが，造林費支出の抑制という観

点から，天然更新を基本とする方針が長期間にわたって続けられた。そして，戦時体制への移

行に伴う財政悪化をきっかけに，民間会社への委任増加などにより造林事業への投資をさらに

縮小する一方，軍需の拡大等に対応して伐採，製材事業が拡大された。このような公私企業の

癒着した形態は，強力な国家統制の下で私的独占企業の利益を貫徹しうる形態であり，いわば

植民地政策特有の国家と私的独占企業の関係を表現しているといえる。こうして，国有林は無

統制的な過伐とその更新の放棄により未立木地の面積が拡大し，その長期間にわたる放置が，

林地の生産力の低下つまり地力の減退および消耗をもたらすことになったので、ある。

一方，この時期の国有林経営について評価すべき点をあげるならば，天然林の保育事業の

萌芽がみられたことと1"施業案規程」の制定を指摘することができょう。すなわち，当時ま

で国有林の相当な面積を占めていたチョウセンカラマツのパノレフ・化が北鮮製紙により開発され

たこと，それに伴って小径木の利用が可能になり，また北鮮開拓事業の推進に伴う林道，鉄道

などが整備され，広葉樹の利用が拡大されたこと，また森林の生態調査をもとに天然更新に関

する研究が進んだこと，さらには豊富な低賃金労働力が存在したこと，などを背景に， 1935 

年に， 1926年制定の林政計画が改められ，未立木地および散生地を対象とする用材林及びパ

ルフ。原木林の造成計画とともに，一部の天然針葉樹林を対象に積極的に保育事業を進める計画

が立てられた。一方， 1939年には， 1919年の「朝鮮国有林仮施業案編成規程」を改めて「朝鮮

国有林施業案規程」が制定され，それにより造林の方法，生育および被害の状況，その他林分

の沿革や成立条件に基づく森林の取り扱いが重視されるようになり，また国土保安，その他の
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間接的効用を目的とする森林育成等，国有林の経営方針が整備された。こうして，一部である

が「天然更新論」に基づく森林施業が実施され，また保続生産のための施業仕組の整備のきっ

かけとなったが，やがて戦時体制へと突入し，その実績はほとんどみるべきものがないまま終

わっている。

戦前期の無統制的な木材生産の時代を経て，韓国は第2次世界大戦の終了により南北に分

断された。これにより韓国の国有林は北韓に比べ劣等な森林で構成されることになり，また6

・25戦争の勃発と戦後被害復旧のための無分別な木材伐採により，その森林は一層の荒廃化

をもたらすこととなった。このため， 1961年に，森林の保護育成と森林資源の増進を図り，

国土の保存と国民経済の発展に寄与することを目的とする「山林法」が制定され，翌年には「林

産物団束に関する法律」が制定された。そしてこれは，当時まで横行していた林産物の自由採

取を根絶する契機となったが，このような制度的措置のほか，経済発展に伴う生活水準の向上

や，練炭，石油などの炊事・暖房燃料の改良などがすすみ，これらにより，その後無統制的な

人為による森林荒廃は，ほぼ防止されることになるのである。

一方， 6・25戦争による混乱が一段落し，韓国経済の開発・発展政策の進展に伴い，荒廃

した固有林の整備計画が推進された。そして，何よりも森林荒廃を防止する森林保護体制の確

立と未立木地の解消を図ることが，国有林経営の最優先課題とされた。そして，育林事業の重

視に伴い国有林経営費に占める造林事業費の比率は，戦前期の 2%未満から約 30~40%へと

大幅に増加し，未立木地造林が急速に進展した。しかし，経済発展に伴う第1次産業の相対的

な低下や，国家財政の逼迫等に伴って，国有林は特別会計法のもとで，やがで経営の企業化を

進め，また林地売却などによる経営外収入を増加させていくのである。このような収益を強制

される条件のもとで，集約な林業経営の実行には限界があり，したがって採用される作業種

は，皆伐ないしは実態としてそれに近い作業種とならざるを得ない結果をもたらすことになっ

た。すなわち，森林保護政策の重視の一方，造林事業の推進と，企業性の重視というこつの側

面は，優良天然林をも対象とした伐採と拡大造林の推進となって現れるのである。

1950年代の造林事業は主に未立木地の人工造林として行われた。 1960年代に入ると，未

立木地造林とともに，伐採跡地の人工造林が行われ，また 1970年代以降には，大団地造林計

画，さらには1979年の「第2次治山緑化10年計画」に位置づけられた「経済団地造林J推進

計画に基づき，林種転換のためのいわゆる拡大造林が進展した。この拡大造林は，薪炭林など

の低位利用の森林を有用針葉樹に林種転換して森林生産力を増進させ，増加する木材需要に対

処するとともに，造林団地化を図って生産力を向上させ，経済性の確保を図ろうとするもので

あった。しかし，大面積の皆伐跡地に一斉に人工林を造成したことで，その被害が極めて甚だ

しかったばかりでなく，他方では1970年代以降の経済成長に伴う林業労働力の都市への流出，

労賃の上昇，低質広葉樹の需要の低下，造林地の奥地化などにより，優良天然林に伐採が集中

する傾向を示すなど，否定されるべき問題が顕在化した。こうしたことから， 1980年代初頭
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からは，天然林保育事業が重視され，また未立木地がほぼ解消したことにより人工造林は次第

に減少していった。この間，森林資源、の増殖のため， 1976年以降には生長量の 50%，1987年

以降には15%以内という厳しい減伐方針がとられ，伐採量が大幅に減少したが，このことも

また，人工造林の減少の原因となっている。一方，保育事業は， 1970年代後半には人工造林

地の保育事業が年間約8千haが実施されたが， 1980年代になって減少傾向を示し， 1980年

代以降は優良天然林に対する保育事業がその比重を高めている。なお，間伐事業と天然保育事

業は近年増加傾向にあるが，間伐作業は，ごく最近まで，立木本数のみを基準とする定量間伐

が実施され，また天然林施業についても，一応の基本方針はあるものの技術体系が未確立で，

不良天然林に対する積極的な施業方針を見出せないまま現在にいたっている。

以上，国有林における伐出・育林事業の展開過程を概観したが， 1960年代以降の積極的

な整備計画の推進により未立木地がほぼ完全に解消するとともに，森林蓄積が急増しているこ

とは高く評価されなければならないであろう。すなわち， 1956年には，要存固有林面積の

35%にのぼる約255千haが未立木地であったが， 1960年代以降に，造林事業が経済開発計画

の一環として位置づけられたこと，苗木の供給体制が整備されたこと，豊富な低賃金労働力が

存在したこと，さらには人為による森林被害を根絶するための森林保護体制が確立されたこ

と，などを背景に， 1980年代後半には未立木地のほぼすべてが解消し，また，国有林の森林

蓄積は， 1960年代の ha当り平均蓄積約 16m3から，1971年には約28m3に，さらに1985年

には52m3に増加した。そして，そのうち要存国有林の森林蓄積は各々約20m3から，約40

m3，約60m3に増加している。このことは，国有林の経営基盤が資源的側面で整備されつつ

あることを示すものであり，今後新しい展開に期待を広げるものとなっている。

しかし，他方では，今後の国有林経営を進めるにあたって，解決すべきいくつかの間題点

が指摘できるであろう。すなわち，第1に，国有林の森林構成はIV齢級以下が全森林面積の

80%以上を占め，間伐の対象となる森林や改良過程にある森林がきわめて多いということであ

る。しかし，未だ間伐技術体制が十分に確立されていない現状にあり，これら森林の機能を高

めるための施業のあり方が課題となっている。第2に，伐期に達した林分が全体的に少ないば

かりでなく，造林地の多くが奥地に位置していることである。しかも林道網が未整備であると

ともに，人工造林樹種の利用面での開発が遅れ，これら造林木の市場競争力を弱めていること

である。第 3に， 1970年代以降，林種転換のための画一的な拡大造林により林相良好な 1，

II等地の森林が皆伐され，多量の郷土樹種を消失させるとともに，針葉樹の一斉造林による病

虫害などの森林被害が多発していることである。第4に， 1980年代中頃から天然林保育事業

が実施されているが，優良天然林の資源的限界から，この施業に対する積極的な技術開発や集

中的な投資が遅れていることである。第5に，工業化や経済発展に伴う労働力の不足，賃金上

昇等により，林業労働力の確保が困難となっており，そのことが林業経営の粗放化に結びつく

可能性をもっていることである。
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以上，今日の韓国国有林の問題点を指摘したが，今後の国有林における資源の増大と生産

の保続を可能とする林業経営を確立するためには，これら諸点の解決は欠くことができないも

のであろう。具体的には次の施策を講ずることが重要と考えられる。すなわち，国有林では，

1970年代中頃から厳しい減伐方針をとっているが，長期的な観点に立って資源の増殖を計る

ため，当面の施策は継続される必要があろう。そのために，主伐生産を抑制し，比較的長期の

伐期齢の下で，伐採と更新の合理的な連関に基づく保育・間伐技術体系の確立を図ること，ま

た生態的な見地をふまえた天然林施業の体系化を図ること，その場合，森林の保護機能を高

め，あわせて優良大径材を生産するため，樹種が多様化した混交林，複層林の造成が考慮され

るべきであろう。さらに以上の施業を進めるためには，林道網の拡充による機械化の推進と伐

区の縮小，間伐木や広葉樹林の利用開発，及び熟練した労働者の確保と養成を図ることが重要

となるであろう。

最後に，これまでの国有林経営は，国家の頻繁な計画変更に左右され，一貫した集約的な

林業経営が困難となっていたことが指摘できる。国有林経営の重要性を考えるならば，国有林

事業は長期的な木材需給計画，森林蓄積増強計画等に基づき，一貫した方針のもとに推進する

ことが重要で、あろう。このような観点から， 1988年に策定された「山林資源化計画」は，長期

間にわたる計画である点で評価できるが，これを全体的に成功させるためには，各事業区別に

施業目標と方針を確立するとともに，現行の特別会計制度や管理組織を再検討することが必要

であろう。それに加えて，国有林の経営目的を遂行するためには，国家からの継続的な財政支

援が重要である。その場合，森林は木材資源、であると同時に環境資源でもある，という認識を

深めることが必要であろう。

Summary 

This study makes clear the character， structure and course of national forest management 

in Korea through historical analysis of its process of development. For this analysis， 1 divided 

the development of Korean national forests into three broad periods of recent Korean history， 

and for each period the management principles， the actual productive techniques and mechan-

ized procedure employed and the relation of forestry to socio-economic conditions were 

clarified. 

The periods are as follows:“the pre-annexation period of Korean national forest manage-

ment"，“the period of national forest development after the J apanese annexation of Korea ". 
The second period is divided into three subperiods: the formative period of national forest 

development (1910-1925)， the period of the infication of forest administration through a single 

agency (1926-1936) and the period of national forest management under wartime structures 

(1937-1945). The third period concerning“national forest development after Wo，rld War 11 " 

is also devided into three periods; the Korean war and postwar economic reconstruction period 

(1945-1961)， the period of economic development (1962-1972) and the period of economic 

growth after the first oil crisis (since 1973). 
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1. In general， in order to accomp!ish the management objective of maximizing both lum-

ber production and the pub!ic function of national forests at the same time， we have to continu-

ously improve forest productivity by harmonizing the management principles and techniques 

used with the economic and social conditions which national forests face. The preparations 

developed in response to the basic technical conditions present in the productive stands indirect-

ly controls how intensively the forest must be managed or how productive the forest is. 

2. In Korean forests， a frest investigation project for all forests was enforced by the 

Japanese government at the beginning of this century. In order to ensure finances for the 

accomplishment of the colonial po!icy， a project for the logging of national forests was initiat-

ed by the government. The project attached importance to the promotion of the shared forest 

system as a solution for forest denudation. W orkers from J apan accounted for about 50 to 70 

percent of the labor for raftmen. At this time， national forest management policy was in a 

preparatory period with the goal in the future of enlarging the market for lumber by all avail-

able means. The transport of lumber was encouraged through the special reduction of railway 

fares for large enterprises. 

3. The national forests of Korea were regarded as one of the material foundations of the 

colonial po!icy of the Japanese government and they were managed in order to maximize net 

profits. The earning rate was about 120 percent and the working method employed was an 

extensive preregeneration system similar to the clear cutting of vast areas from 10 hectares to 

over 100 hectares. The sale of standing trees occupied a 60 percent through 70 percent share 

from 1917， and the term disposal and the price discount systems were introduced for the import 

of lumber， for maintaining the security of national forests and for capital to be used by the 

pulp industry. Domestic animals， rafts and chutes were utilized in the logging work， but the 

mechanization of logging through the use of railways and spur roads was hastened after 1930. 

The cost of reforestation was under 2 percent of management costs， and natural regeneration 

depending on spontaneous regrowth was re!ied upon in the long term. Other characteristics of 

forestry policy during this period include the utilization and exaploitation of small timber by 

making korean 
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planning period from 1976 or was standardized at 15 percent in 1987， and the cutting volume 

was reduced from 200，000 m3 in 1960 to 50，000 m3 and below in 1987. A c1ear cutting system 

covering large areas was mainly performed until the 1960's， but a c1ear cutting system covering 

small areas and a selective cutting system have been mainly performed since the 1970's because 

of damage by blight and noxious insects. Logging was conducted using chainsaws from the 

late 1960's， when a stage of manpower concentration was， and forest roads were only 1 m and 

below per hectare. Forestation projects since the 1960's have set three main projects as goals : 

the renewal of the cut areas， the afforestation in bare spots in forests， and the species conver. 

sion in natural broadleaved forest having poor quality wood. Especially， the . forestation of 

gaps in forests together with mass plantation were extensively carried out and the rate of 

silvicultural costs was about 30 to 40 percent of the total costs for management of national 

forests. 1 can point out some instances of forestation projects which were implemented as part 

of仕leplan for economic deve10pment after the 1960's: the preparation of a sapling supply 

system， the maintenance of an abundant supply of cheap labor and the introduction of a forest 

protection system in order to eliminate forest damage due to artificial use. Through such 

projects， forest on national forest land increased from an average of 13 m3 per hectare in the 

1950's to about 52 m3 in 1985， and we can expect further growth. Tending projects for high 

quality natural stands have been considered important in the 1980's， but the development of 

practical techniques and intensive investment have been delayed because of restrictions in 

resources. Also， the practice of intensive forestry mangement has been difficult because of 

problems in national forest management such as inconsistent thinning techniques， a limited for-

est road network， the weakness for market competition of plantation wood the frequency of 

forest damage by blight and noxious insects due to extensified forestation and the lack of labor 

for forestry due to economic growth. 

As mentioned above， national forest management from the end of World War II in 1945， 

through仕leKorean War in 1950， and till 1961， was characterized by unsystematic fel1ing that 

is reftective of the disordered economic conditions present then， but national forest manage. 

ment since 1962 has been characterized by the careful administration of forest resources based 

upon a strict forestry conservation policy. 

5. Generalizing from the above analysis and considerations， from a long term perspective， 

for the multiplication of resources， Korean national forests in the future must be managed so 

as to control the final cutting time and systematize the thinning techniques for the tending 

system in order to unify fel1ing and regeneration by establishing a long term final cutting age. 

Also， the systematic management of natural stands from an ecological viewpoint need be 

promoted inc1uding recognition of the protective value of forests and consideration of the prep-

aration of mixed stands and compound-storied forest in which the varieties of trees are varied 

in order to produce long-sized wood. To move forward the above projects， increasing mecha-

nization， reducing the cutting area by expanding the forest road network， utilizing wood from 

thinning or broadleaved trees and improving the training of skilled workers are important. 

Also， for the continued achievement of management objectives， it is necessary for these to be 

financial support from the government， and in this case it is important to recognize that forests 

are both lumber resources and environmental resources. 


